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新型コロナウイルス感染症に係る主な対策（概要） 

 

◎ 体制 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  ○名古屋市と情報共有を図り、連携してクラスター（集団）の早期探知及び対策を推 

進するため、「新型コロナウイルス感染症クラスタープロジェクトチーム」を設置 

（2020 年３月４日） 

○新型コロナウイルス感染症対策室の設置（2020 年４月１日） 

○感染症対策局（１局１課：感染症対策課）の設置（2020 年５月 20 日） 

○愛知県新型コロナウイルス感染症検証委員会の設置（2020 年７月３日） 

○感染症対策課内に感染拡大防止・医療・検査体制の拡充を担う医療体制整備室を設 

置（2020 年８月 17 日） 

  ○入院調整機能を強化するため、調整本部に医療体制緊急確保統括官を設置するとと 

もに、その下に医療体制緊急確保チームを設置（2021 年１月 21 日） 

  ○ワクチン接種推進本部、県・市町村新型コロナウイルスワクチン接種連絡協議会、 

ワクチン接種体制整備室の設置（2021 年１月 27 日） 

  ○新型コロナウイルス感染拡大時においても医療提供体制を維持していただくよう、

事業継続計画（ＢＣＰ）の点検・策定について、医療関係６団体へ周知（2022 年１

月 20 日） 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症対策推進条例の制定 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、的確かつ迅速に感染症対

策を講ずるため、新型コロナウイルス感染症の推進に関する基本的な枠組みについての

条例を制定（施行日：2020 年 10 月 14 日） 

   

Ⅰ 国の緊急経済対策事項 

2020 年４月７日に発表された国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のうち、

地方負担や地方自治体に一定の役割が見込まれる事業について、その詳細を把握した上で、

適切に対応 

 

 

2021 年度末時点 

愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部（本部長：大村秀章・愛知県知事） 

医療専門部会（部会長：長谷川好規・名古屋医療センター院長） 

新型コロナウイルス感染症調整本部（本部長：長谷川勢子・県保健医療局技監） 

ワクチン接種推進本部（本部長：増野裕英・県感染症対策局技監） 

医療体制緊急確保統括官（北川喜己・名古屋掖済会病院副院長）―医療体制緊急確保チーム 
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Ⅱ 感染拡大防止や医療面での対策 

１ 入院医療体制の強化 

・入院病床は、感染症指定医療機関（11 病院 66 床）を始め、臨時の医療施設の開設を

含め、最大で 84 病院 2,540 床を確保 

・患者の受け入れ促進及び、医師が延期可能と判断した入院・手術の一時延期について

受入医療機関へ依頼（2021 年８月 25 日～９月 30 日、2022 年２月７日～３月 31 日） 

・感染症法第 16 条の２第１項に基づき病床の緊急確保について受入医療機関へ要請

（2021 年９月２日～10 月 17 日、2022 年２月 14 日～３月 31 日） 

・患者の受入病床がひっ迫した際に、患者を一時的に受け入れ、酸素投与等の必要な処

置を行い、入院につなげることを目的とした「愛知入院待機ステーション」（20 床）

を開設（2021 年９月６日）〔新規陽性者数の減少などを踏まえ、９月 21 日から休止、

10 月 31 日をもって廃止〕 

・新型コロナウイルス感染症の軽症者、無症状者（2020 年 6 月 12 日以前は、感染者の

うち不顕性の者、症状は軽快したが陰性化しない者、軽症者で自宅療養相当とされる

者）を対象に、宿泊療養施設を開設（東横ＩＮＮ名古屋名駅南を始め９施設 2,224 室

を稼働） 

・重点医療機関を含む患者受入医療機関及び疑い患者受入協力医療機関において患者を

受け入れるために病床を確保または休止した場合、１床につき１日当たり 16,000 円

(一般病床)～436,000 円(ICU)の補助を実施 

・患者の受入医療機関において、個人防護具、人工呼吸器、簡易陰圧装置、体外式膜型

人工肺(ECMO)等の整備や、施設の新設、増設、改築等をする場合に補助を実施 

・重点医療機関等において、超音波画像診断装置、血液浄化装置、気管支鏡、ＣＴ撮影

装置等の高度医療向け設備を整備する場合に補助を実施 

・2020 年 10 月 15 日に、新型コロナウイルス感染症の専門病院として愛知県立愛知病院

を開設し、最大 100 床を確保 

 

２ 外来診療体制の充実 

・ 感染が疑われる患者からの相談を 24 時間対応の帰国者・接触者相談センターで受け

付け、帰国者・接触者外来（51 医療機関に設置）へ確実につなぐ体制を整備（～2020

年 10 月 25 日） 

・ 帰国者・接触者外来設置医療機関において、HEPA フィルター付空気清浄機（陰圧対

応可能なものに限る）や、HEPA フィルター付パーテーション、個人防護具、簡易ベ

ッド等を整備する場合に補助を実施（～2020 年 10 月 25 日） 

・ 季節性インフルエンザの流行期に備え、多数の発熱患者等が地域において適切に診

療・検査が受けられるよう診療・検査医療機関を指定。また、かかりつけ医をもた

ず、受診先を探す方に医療機関を案内する受診・相談センターを保健所に設置（2020

年 10 月 26 日～） 

・ 診療・検査医療機関において、HEPA フィルター付空気清浄機（陰圧対応可能なもの

に限る）や、HEPA フィルター付パーテーション、簡易ベッド、テントやプレハブな

どによる簡易診療室等を整備する場合に補助を実施（2020 年 10 月 26 日～） 

・ 自宅療養者への往診や訪問が可能な医療機関及び訪問看護ステーションを名簿化し、

通常の診療報酬に上乗せして交付金を支給する。（2021 年 6 月 16 日～） 
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３ 自宅療養者への対応 

・新型コロナウイルス感染症の軽症者等で自宅療養する者のうち、食事の提供を希望す

る者を対象に、弁当・飲料を１食分とし、１日３食分を自宅療養期間が終了するまで

毎日提供する配食サービスを実施 

・感染防止対策を施した乗用車や救急型車両を配備し、外来受診や入院が必要になった

自宅療養者等を医療機関へ搬送する体制を整備。 

・自宅療養者に貸し出せるよう血中酸素濃度を測定するパルスオキシメーターを確保（約

24,000 個） 

・自宅療養期間中の注意点等を記載した「新型コロナウイルス感染症 生活のしおり」

を作成し、2021 年９月 30 日に県ウェブページに掲載。当該生活のしおりの外国語版

（５か国語）を作成し、2021 年 11 月 30 日に県ウェブページに掲載 

 

４ ＰＣＲ検査体制の拡充 

・ＰＣＲ検査の需要増大に対応するため、公的機関及び民間検査機関の活用を促進 

・ドライブスルー方式で集中的にＰＣＲ検査を行う検査所を設置《豊橋市》 

・県衛生研究所及び検査委託契約を締結した大学等における必要な検査体制の確保 

  ・唾液を使ったＰＣＲ検査法の導入による検体採取医療機関の拡充 

 ・検査を実施する機関が、検査用機器を整備する場合に補助を実施 

・県衛生研究所を始め、保健所設置市、民間検査機関及び医療機関において検査体制維

持・拡充に努めており、2022 年２月末時点で１日当たり約 48,000 件の検査能力を確

保 

・繁華街における若者をメインターゲットにした無症状者へのＰＣＲ検査を実施（2021

年９月 14 日～11 月 12 日） 

・高齢者施設、保育施設等で陽性者が発生した際、クラスターの発生防止を目的として

入所者や従業員等全員を対象としたＰＣＲ検査を民間検査機関に委託 

・イベント等に参加する際に必要となるＰＣＲ等の検査や、感染拡大の傾向時に感染不

安を感じる者（無症状の者に限る）に対するＰＣＲ等検査を無料で受けられる環境を

整備 

 

５ 社会福祉施設等へのマスクや消毒液などの提供   

・県の備蓄品等を活用して、社会福祉施設等へ、マスク、消毒液などを提供するととも

に、衛生用品等の購入を支援。また、防護服などを７福祉相談センターに備蓄し、社

会福祉施設等において感染者が発生した場合等に迅速に提供できる体制を整備 

・新型コロナウイルス関連の医療物資提供を募集 

・新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら、安心・安全に子ども食堂を開催

するために必要となる衛生用品等の購入費用を支援（補助上限額 10 万円） 

    

６ 社会福祉施設における感染拡大防止のための体制整備支援 

（１）多床室の個室化 

・介護施設や障害者支援施設等において感染が疑われる者が発生した場合に備え、多

床室を分離するための壁の設置等、個室化に要する経費を支援 

（２）簡易陰圧装置の整備 

  ・介護施設や障害者支援施設等において感染が疑われる者が発生した場合に備え、ウ

イルス漏出を防ぐための簡易陰圧装置の整備を支援 

（３）多機能型簡易居室の整備（～2021 年 3 月 31 日） 

  ・介護施設や障害者支援施設等において感染症発生時の対応や衛生用品の保管等、柔

軟に活用可能な多機能型簡易居室の設置を支援 
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（４）応援職員の派遣体制の構築 

  ・感染症発生時等の緊急時において、関係団体等と連携し、職員等の人材が不足する

介護施設や障害者支援施設等に対して、応援職員の派遣が可能となる協力体制を構

築 

（５）衛生環境の改善 

  ・保育所、認定こども園、小規模保育事業所等におけるトイレの乾式化や、感染症対

策のための間仕切りの設置等、衛生環境の改善に要する費用の一部を補助 

（６）かかり増し費用の助成 

   ・介護施設や障害者支援施設等において、感染症対策のために発生したかかり増し費

用を助成 

（７）スクリーニング検査の実施 

   ・高齢者及び障害児（者）施設等に勤務する職員を対象に実施（2021 年３月～） 

・入所系施設（約 3,300 か所、約９万７千人）を対象 

（2021 年３月８日～31 日［月１回］、５月 12 日～６月 30 日［週１回］） 

    ・入所系施設及び通所系事業所（約 10,100 か所、約 19 万１千人）を対象 

    （2021 年７月 12 日～９月 30 日［２週間に１回］、10 月７日～11 月 30 日［月１

回］、2022 年１月 31 日～３月 31 日［２週間に１回］） 

（８）事業再開に係る支援 

   ・保育所等における感染症発生時の事業再開に必要な消毒費用の一部を補助 

（９）事業継続計画（BCP）の点検・策定の周知 

   ・新型コロナウイルス感染拡大時においても福祉サービス提供体制が維持できるよう、

事業継続計画（BCP）の点検・策定について、介護施設や障害者支援施設、保育所等

4,830 先へ周知（2022 年１月 20 日） 

 

７ 相談窓口の開設や県民への情報提供 

（１）一般電話相談窓口、受診・相談センター等の開設 

・一般電話相談窓口及び受診・相談センターを開設し、県民からの相談に対応 

・「県民相談総合窓口（コールセンター）」を開設し、県民からの様々な相談をワンス

トップで対応（2020 年４月 16 日～６月 30 日、８月４日～９月 30 日、11 月 27 日

～） 

・「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」を開設し、県民への予防啓発、感染

者数や検査件数などの情報発信を毎日実施 

＜相談窓口＞ 

・一般電話相談窓口 

《愛知県》感染症対策課及び 11 保健所 

《名古屋市》コールセンター 

《豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市》各市保健所 

・受診・相談センター  

《愛知県》11 保健所  

《名古屋市》コールセンター  

《豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市》各市保健所 

・ワクチン接種に関する相談窓口  

《愛知県》感染症対策課、愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口 

《各市町村》コールセンター 

・大規模集団接種会場の予約受付 

《愛知県》大規模集団接種会場予約コールセンター、ＬＩＮＥ予約 



5 
 

 

・アストラゼネカ社ワクチンの予約受付  

《愛知県》感染症対策課 

・職域接種に関する相談窓口  

《愛知県》感染症対策課 

・メンタルヘルス相談 

電話相談（一般県民・医療従事者・福祉施設等職員向け）《愛知県精神保健福祉セ

ンター》 

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Twitter、Facebook）相談（一般県民向け） 

・県民相談総合窓口（コールセンター）（2020 年４月 16 日～６月 30 日、８月４日～

９月 30 日、11 月 27 日～） 

・児童福祉施設及び障害福祉サービス施設・事業所等のための新型コロナウイルス感 

染防止対策相談窓口（2020 年８月５日～2022 年３月 31 日） 

《公益社団法人愛知県看護協会》 

（２）ＳＮＳを活用した情報発信 

・ＬＩＮＥ公式アカウント「愛知県－新型コロナ対策パーソナルサポート」を開設

（2020 年３月 17日～）して、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報を提供 

・愛知県庁Ｔｗｉｔｔｅｒや愛知県ＬＩＮＥ公式アカウントでも新型コロナウイルス

感染症に関する情報を発信 

（３）高齢者向けに居宅等で介護予防に役立つ情報発信 

   ・2020 年度に作成した、介護予防に役立つ居宅や施設内で活用できる文化芸術、健康

維持活動などの動画を、オンライン配信等により引き続き発信 

 

８ ワクチン接種体制の確保 

（１）ワクチン接種実施医療機関体制整備（１、２回目接種） 

・医療従事者等への優先接種の実施のため、接種機関を調整し、ワクチン優先接種実

施医療機関の体制を整備 

・接種実施医療機関が行うワクチン管理に係る事務、ワクチン記録台帳管理及び報告、

超低温冷凍庫設置及び管理事務等を委託するため、各基本型接種施設及び連携型接

種施設と個別に契約を締結 

・国から新型コロナワクチンが配送される 86 の基本型接種施設と、そこからワクチ

ンの小分けを受ける 318 の連携型接種施設との間でのワクチン等の移送について、

運送事業者へ委託 

（２）副反応対応協力医療機関体制整備 

  ・ワクチン接種後の副反応を疑う症状について、必要に応じて専門的な医療機関に円

滑に受診できる体制を整備 

（３）ワクチン接種推進整備 

・ワクチン接種体制のあり方等について、専門的な検討等を行い、総合調整等を担う

「愛知県ワクチン接種推進本部」を設置するとともに、県、保健所、市町村間の情

報共有や実務的な調整を行う「県・市町村新型コロナウイルスワクチン接種連絡協

議会」を設置し、ワクチン接種体制の整備を推進 

（４）大規模集団接種会場の開設（１、２回目接種） 

・高齢者接種及びそれに続く住民接種を加速させるため、県が主体となり、名古屋空

港ターミナルビルを始め、県内８か所に大規模集団接種会場を開設 

（５）歯科医師に対する新型コロナワクチン接種実技研修の開催 

･ 一般社団法人愛知県歯科医師会と共催で、ワクチン接種に従事する歯科医師に向け 

た実技研修を開催し、1,254 人を養成（2021 年 5 月 30 日～６月 17 日） 
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（６）臨床検査技師及び救急救命士に対する新型コロナワクチン接種実技研修の開催 

 ･ 公益社団法人愛知県臨床検査技師会と共催で、ワクチン接種に従事する臨床検査技

師及び救急救命士に向けた実技研修を開催し、344 人を養成（2021 年７月 17 日～

８月１日） 

（７）若者の接種促進に向けた取組（１、２回目接種） 

  ・愛知芸術文化センターに、若者を対象とした大規模集団接種会場を開設 

  ・10 月末までにワクチンを接種した 20 代、30 代を対象に、ニューあいちスタンダー

ドの認証店舗で利用できる食事券を抽選で２万人に配布 

（８）高校生等への新型コロナワクチン接種の促進（１、２回目接種） 

  ・生徒の安全・安心な学びを保障するため、接種を希望する高校生等へのワクチン接

種を促進 

 ＜接種会場＞ 

  地域の基幹的病院、大規模集団接種会場等 

 ＜会場への移動手段＞ 

  バス等を借り上げる 

（９）妊産婦に対する新型コロナワクチン接種について（１、２回目接種） 

  ・妊産婦(夫又はパートナー含む)がワクチン接種を希望する場合、県の大規模集団接

種会場において、予約の有無に関わらず、ワクチン接種を受けられる機会を提供 

（10）大規模集団接種会場における弾力的なワクチン接種（１、２回目接種） 

  ・キャンセル等で余裕ができたワクチンやワクチン接種従事者等のマンパワーを無駄

にしないよう、看護学生、潜在看護師、保育従事者、警察職員、柔道整復師などに

対して、「弾力的なワクチン接種」を積極的に実施 

（11）愛知県高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金(対象期間：2021 年６月 14 日～

2021 年８月 31 日) (３回目接種用の対象期間は、2021 年 12 月 20 日～2022 年９月

30 日) 

  ・高齢者施設・障害者施設の利用者・従事者及び在宅の高齢者・障害者へのワクチン

接種を更に加速するため、巡回接種を行う医療機関を支援 

 《交付額等》 

（1）施設への巡回接種 

1 人 1 回当たり 1,000 円（2回まで） 

＜対象施設＞ 

  【高齢者施設】 

   特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知

症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サ

ービス付き高齢者向け住宅 

  【障害者施設】 

   障害者支援施設、共同生活援助（グループホーム）、障害児入所施設、労災特別介護

施設（ケアプラザ） 

（2）在宅の高齢者・障害者への巡回接種 

訪問 1回当たり 10,000 円（２回まで） 

  ＜対象者＞ 

    要介護４又は５の高齢者、重症心身障害(児)者等 
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（12）愛知県新型コロナウイルスワクチン職域接種支援補助金（１、２回目接種） 

 ・中小企業や大学等が実施する職域接種が、一定の条件に該当する場合、中小企業や大

学等に対し、補助金を交付 

＜補助対象及び補助要件＞ 

外部の医療機関が出張して実施する職域接種であって、以下の条件に該当するもの 

  ・中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体  

を事務局として共同実施するもの 

   ・大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で、所属の学生も対象とし、

文部科学省が定める地域貢献の基準を満たすもの 

 ＜交付額＞ 

接種回数×1,000 円を上限に実費を交付 

＜対象の経費＞ 

通常の予防接種での対応を超える経費（会場借り上げ、会場運営に必要な経費等） 

（13）アストラゼネカ社ワクチン接種センターの開設 

・名古屋医療センターと藤田医科大学岡崎医療センターの 2 か所の医療機関で、接種

センターを開設（2021 年 8 月 31 日～） 

・原則として、40 歳以上の方が対象（ポリエチレングリコールに対するアレルギー等

で、メッセンジャーＲＮＡワクチンを接種できない方や、海外でアストラゼネカ社ワ

クチンを１回接種済みの方などについては、18 歳以上の方も接種が可能） 

（14）モデルナ社ワクチン接種センターの開設（２回目接種用） 

  ・モデルナ社ワクチンの２回目接種の機会を逃してしまった方に対し、２回目接種が

受けられる機会を提供するため、県内４か所にモデルナ社ワクチン接種センターを

開設（2021 年 12 月３日～2022 年１月 21 日） 

（15）３回目接種の実施 

・医療従事者から順次開始予定（2021 年 12 月～） 

・３回目接種を加速するため、順次、県内６か所に大規模集団接種会場を開設（2022 年

１月 24 日～） 

・18 歳以上の全ての県民に対して接種間隔を６か月に前倒して接種を開始（2022 年２

月～） 

（16）大規模集団接種会場における弾力的なワクチン接種（３回目接種） 

・キャンセル等で余裕ができたワクチンやワクチン接種従事者等のマンパワーを無駄

にしないよう、看護学生、潜在看護師、保育従事者、警察職員、柔道整復師などに対

して、「弾力的なワクチン接種」を積極的に実施 

（17）妊産婦に対する新型コロナワクチン接種（３回目接種） 

・妊産婦(夫又はパートナー含む)がワクチン接種を希望する場合、県の大規模集団接

種会場において、予約の有無に関わらず、ワクチン接種を受けられる機会を提供 

（18）小児接種の実施 

・県内４か所の大規模集団接種会場で小児接種を実施（2022 年３月５日～） 

（19）県立特別支援学校における新型コロナワクチン接種 

・新型コロナワクチン接種を希望する県立特別支援学校の幼児児童生徒のうち、障害

を有することにより自治体が開設する集団接種会場やかかりつけ医等での接種が困

難な幼児児童生徒に対して、在籍する各学校においてワクチン接種を実施 

＜対象者＞ 

 県立特別支援学校に在籍する満５歳以上の幼児児童生徒のうち、学校でのワクチン

接種を希望する者 

＜実施場所＞ 

   対象者の在籍する県立特別支援学校 
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９ 新型コロナウイルス感染症対策に係る休業等の協力要請 

（１）休業等の協力要請（2020 年４月 17 日(金)～５月 31 日(日)） 

（５月７日（木）から５月 31 日（日）まで休業協力要請を延長） 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜対象施設、休業要請の緩和時期＞ 

１回目の休業協力要請緩和：５月 15 日（金）  

２回目の休業協力要請緩和：５月 19 日（火） 

３回目の休業協力要請緩和：５月 22 日（金） 

休業協力要請期間の終了 ：５月 31 日（日） 

○ クラスター実績がなく、県民の健康的な生活に資する博物館等 

①床面積の合計が 1,000 ㎡を超える下記の施設 

博物館等（１回目） 

②床面積の合計が 1,000 ㎡以下の下記の施設 

博物館等（１回目） 

○ クラスター実績が無い、劇場・映画館・商業施設等 

①床面積の合計によらない下記の施設 

劇場等、集会・展示施設、文教施設（１回目） 

遊興施設（馬券売場等、ネットカフェ、漫画喫茶等）（３回目） 

（接待を伴う飲食店、ライブハウス、カラオケ、性風俗店等）（最終） 

運動施設（水泳場、ボウリング場）（２回目）（体育館、ヨガスタジオ等）（３回目） 

（スポーツジム）(最終) 

遊技施設（遊園地、パチンコ店、ゲームセンター等）（３回目） 

②床面積の合計が 1,000 ㎡を超える下記の施設 

大学・学習塾等（１回目） 

商業施設（１回目） 

 ホテルまたは旅館（集会の用に供する部分）（２回目） 

③床面積の合計が 1,000 ㎡以下の下記の施設 

大学・学習塾等、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分）、商業施設（１回目） 

○ 休止を要請していない施設の内、飲食店等にお願いしていた営業時間の短縮につ

いて緩和する。（１回目） 

（２）営業時間短縮等の協力要請（2020 年８月５日(水)～８月 24 日(月)） 

【緊急事態宣言（県独自）8/6（金）～】 

＜対象地域＞ 

名古屋市中区の栄・錦地区 

＜対象施設＞ 

接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店・カラオケ店 

＜要請内容＞ 

○ 業種別ガイドラインを遵守する安全・安心宣言施設ステッカー掲示店には「営業   

時間の短縮（５時～20 時）」を要請 

○ 業種別ガイドラインを遵守していない店舗に対しては、「休業」を要請 
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（３）営業時間短縮等の協力要請（2020 年 11 月 29 日(日)～12 月 17 日(木)、当初の終期

12 月 18 日(金)を、県全域への拡大に伴い 1日前倒して終了） 

＜対象地域＞ 

名古屋市中区の栄・錦地区 

＜対象施設＞ 

接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店・カラオケ店 

＜要請内容＞ 

○ 業種別ガイドラインを遵守する安全・安心宣言施設ステッカー掲示店には「営業   

時間の短縮（５時～21 時）」を要請 

○ 業種別ガイドラインを遵守していない店舗に対しては、「休業」を要請 

（４）営業時間短縮等の協力要請（2020 年 12 月 18 日(金)～2021 年１月 17 日(日)） 

＜対象地域＞ 

愛知県内全域 

＜対象施設＞ 

接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店・カラオケ店 

＜要請内容＞ 

○ 業種別ガイドラインを遵守する安全・安心宣言施設ステッカー掲示店には「営業   

時間の短縮（５時～21 時）」を要請 

○ 業種別ガイドラインを遵守していない店舗に対しては、「休業」を要請 

（５）営業時間短縮の協力要請（2021 年１月 18 日(月)～３月 21 日(日)） 

（３月 16 日（火）から３月 21 日（日）まで延長） 

【厳重警戒宣言】 

＜対象地域＞ 

愛知県内全域 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

営業時間の短縮 5時～21 時（酒類は時間的余裕を持ってストップ）を協力要請 

（６）営業時間短縮の協力要請（2021 年３月 22 日(月)～４月 19 日(月)） 

（４月１日（木）から４月 19 日（月）まで延長） 

【警戒領域】 

＜対象地域＞ 

名古屋市全域 

＜対象施設＞ 

接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店・カラオケ店 

＜要請内容＞ 

○上記対象施設に、「営業時間の短縮（５時～22 時）（酒類は時間的余裕を持ってスト

ップ）」を要請 
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（７）営業時間短縮の協力要請（2021 年４月 20 日(火)～５月 11 日(火)） 

【まん延防止等重点措置】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域（重点的に措置を講じる区域：名古屋市） 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

名古屋市：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～20 時（酒類提供 11 時～19 時） 

名古屋市以外：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～21 時（酒類は時間的余裕を持って 

ストップ） 

＜その他＞ 

   飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 

（８）休業等の要請（2021 年５月 12 日(水)～６月 20 日(日)) 

（６月１日（火）から６月 20 日（日）まで延長） 

【緊急事態宣言】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜対象施設①＞ 

全飲食店等 

＜要請内容①＞ 

  休業要請：酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 

  時短要請：上記以外の飲食店に５時から 20 時まで 

＜対象施設②＞ 

多数の者が利用する施設 

＜要請内容②＞ 

  時短協力要請：床面積 1,000 ㎡を超える施設は 20 時まで（５月 22 日（土）～土日は、

休業） 

  時短働きかけ：上記以外の施設に 20 時まで 

＜その他＞ 

  飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 

（９）営業時間短縮の協力要請（2021 年６月 21 日(月)～７月 11 日(日)） 

【まん延防止等重点措置】 

＜対象地域（重点的に措置を講じる区域：措置区域）＞ 

６月 21 日（月）～７月 ２日（金）：名古屋市はじめ 14 市町 

７月 ３日（土）～７月 11 日（日）：名古屋市はじめ ４市町 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

措置区域：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～20 時（酒類提供 11 時～19 時）※ 

措置区域以外：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～21 時（酒類は時間的余裕を持って 

ストップ） 

※一定の要件を満たした場合に提供可 

＜その他＞ 

  飲食店のカラオケ設備の利用自粛（カラオケボックスは除く） 

   飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 
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（10）営業時間短縮の協力要請（2021 年７月 12 日(月)～８月７日(土)） 

【厳重警戒宣言】 

＜対象地域＞ 

愛知県内全域 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

営業時間短縮 5時～21 時（酒類は時間的余裕を持ってストップ）を協力要請 

（11）営業時間短縮の協力要請（2021 年８月８日(日)～８月 26 日(木)） 

【まん延防止等重点措置】 

＜対象地域（重点的に措置を講じる区域：措置区域）＞ 

８月 ８日（日）～８月 20 日（金）：名古屋市はじめ 12 市町 

８月 21 日（土）～８月 26 日（木）：名古屋市はじめ 39 市町 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

措置区域：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～20 時（酒類提供取りやめ） 

措置区域以外：全飲食店等に対し営業時間短縮 5時～21 時（酒類は時間的余裕を持って 

ストップ）※ 

※一定の要件を満たした場合（認証店含む）に提供可 

＜その他＞ 

  飲食店のカラオケ設備の利用自粛（カラオケボックスは除く） 

   飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 

（12）休業等の要請（2021 年８月 27 日(金)～９月 30 日（木）) 

（９月 13 日（月）から９月 30 日（木）まで延長） 

【緊急事態宣言】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜対象施設①＞ 

全飲食店等 

＜要請内容①＞ 

  休業要請：酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 

  時短要請：上記以外の飲食店に５時から 20 時まで 

＜対象施設②＞ 

多数の者が利用する施設 

＜要請内容②＞ 

 入場者整理等：床面積 1,000 ㎡を超える大規模商業施設に要請、それ以外は働きかけ 

床面積 1,000 ㎡を超える百貨店の地下食品売場等に協力要請、それ以 

外は働きかけ 

  時短協力要請：床面積 1,000 ㎡を超える施設は 20 時まで 

  時短働きかけ：上記以外の施設に 20 時まで 

＜その他＞ 

  飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 
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（13）営業時間短縮の協力要請（2021 年 10 月１日(金)～10 月 17 日(日)） 

【厳重警戒宣言】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

あいスタ認証店：営業時間短縮 5時～21 時（酒類提供 11 時～20 時） 

あいスタ認証店以外：営業時間短縮 5時～20 時（酒類提供 11 時～19 時 30 分） 

＜その他＞ 

  飲食店のカラオケ設備の利用自粛（カラオケボックスは除く） 

飲食店以外（大規模商業施設等）への営業時間短縮 5時～21 時の働きかけ 

（14）感染再拡大防止に向けた感染防止対策（2021 年 10 月 18 日(月)～2022 年１月 14 日

(金)） 

【警戒領域】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜要請内容＞ 

営業時間短縮に係る要請等なし 

（15）感染急拡大抑制に向けた感染防止対策（2022 年１月 15 日(土)～１月 20 日(木)） 

【厳重警戒】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜要請内容＞ 

営業時間短縮に係る要請等なし 

（16）営業時間短縮の協力要請（2022 年１月 21 日(金)～３月 21 日（月･祝）） 

（２月 14 日（月）から３月６日（日）まで延長） 

（３月７日（月）から３月 21 日（月･祝）まで再延長） 

【まん延防止等重点措置】 

＜対象地域（重点的に措置を講じる区域：措置区域）＞ 

１月２１日(金)～２月８日(火)   名古屋市はじめ 52 市町村※東栄町・豊根村以外 

 ２月９日(水)～２月 11 日(金)    名古屋市はじめ 53 市町村※東栄町以外 

２月 12 日(土)～３月 21 日（月･祝） 県内全域 

＜対象施設＞ 

全飲食店等 

＜要請内容＞ 

措置区域：①「あいスタ認証店」は、各店が当初・延長・再延長のそれぞれの期間に  

おいて、以下のどちらかを選択（各期間内における選択の変更不可） 

  営業時間短縮 5時～20 時（酒類を提供しない） 

  営業時間短縮 5時～21 時（酒類提供 11 時～20 時） 

    ②「あいスタ認証店以外」 

  営業時間短縮 5時～20 時（酒類を提供しない） 

措置区域以外：営業時間短縮に係る要請等なし 

＜その他＞ 

   飲食店に対する見回り・働きかけの徹底 
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（17）「厳重警戒」での感染防止対策（2022 年３月 22 日(火)～） 

【厳重警戒】 

＜対象地域＞ 

愛知県全域 

＜要請内容＞ 

営業時間短縮に係る要請等なし 

 

10 新型コロナウイルス感染症対策に係る施設等の利用制限 

◆愛知県体育館、愛・地球博記念公園等 

（１）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年１月 18 日(月)～２月 28 日(日)） 

 （２月８日(月)から３月７日(日)まで利用制限を延長、２月 28 日（日）緊急事態宣

言の解除をもって利用制限の期間を短縮） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館、愛知県武道館、愛知県一宮総合運動場、愛知県口論義運動公園 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限 

〇 既に予約されていた午後８時以降の利用予約については、イベントの開催にあた

り、人数上限 5,000 人かつ収容率 50％以内等の遵守、午後８時までの利用について

の御協力及び感染防止対策の徹底を要請。 

＜対象施設＞ 

  熱田神宮公園、愛・地球博記念公園、あいち健康の森公園 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限 

（２）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年３月１日(月)～３月 21 日(日)） 

 （３月 14 日(日)から３月 21 日(日)まで利用制限を延長） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後９時までに制限 

〇 人数上限 5,000 人かつ収容率 50％以内（一定の条件では 50％超え可能）等の遵守、

午後９時までの利用についての御協力及び感染防止対策の徹底を要請 

 ＜対象施設＞ 

  愛・地球博記念公園 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後９時までに制限 

（３）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年４月 20 日(火)～５月 11 日(火)） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館、愛知県武道館 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限 

〇 既に予約されていた午後８時以降の利用予約については、イベントの開催にあた

り、収容定員 5,000 人以下又は収容率 50％以内（一定の条件では 50％超え可能）の

遵守、午後８時までの利用についての御協力及び感染防止対策の徹底を要請 

 ＜対象施設＞ 

   熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、愛・地球博記念公園 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 名古屋市内で利用時間を午後８時までに制限（名古屋市外は午後９時までに制限） 



14 
 

（４）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年５月 12 日(水)～６月 20 日(日)） 

 （５月 31 日(月)から６月 20 日(日)まで利用制限を延長） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館、愛知県武道館、愛知県一宮総合運動場、愛知県口論義運動公園 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限（ただし、イベント開催の場合は午後９時まで） 

〇 人数上限 5,000 人かつ収容率 50％以内の遵守 

 ＜対象施設＞ 

熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、愛・地球博記念公園、あいち健康の森公園、大高緑地、

木曽川祖父江緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 

＜対象施設＞ 

大塚海浜緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 

（５）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年６月 21 日（月）～７月 11 日（日）） 

＜対象施設＞ 

  愛知県体育館、愛知県武道館 

 ＜一部利用制限内容＞ 

  〇 利用時間を午後８時までに制限（ただし、イベント開催の場合は午後９時まで） 

  ○ 収容定員 5,000 人以下又は収容定員 50％以内 

＜対象施設＞ 

熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、愛・地球博記念公園、大高緑地、木曽川祖父江緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 まん延防止等重点措置の対象区域内で利用時間を午後８時までに制限（区域外は

午後９時までに制限） 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 

（６）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年７月３日(土)～７月 11 日(水)） 

＜対象施設＞ 

大塚海浜緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

○ バーベキュー施設の利用時間を午後８時までに制限 

（７）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年７月 12 日（月）～2021 年８月７日（土）） 

（８月８日(日)のまん延防止等重点措置の発出により８月 11 日(水)までの期間を短

縮） 

＜対象施設＞ 

  愛知県体育館 

 ＜一部利用制限内容＞ 

  ○ 利用時間を午後９時までに制限 

  ○ 人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内 

＜対象施設＞ 

愛・地球博記念公園、大高緑地、木曽川祖父江緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後９時までに制限 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 
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（８）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年８月８日（日）～2021 年９月 30 日（木））  

（８月 31 日（火）から９月 12 日（日）まで利用制限を延長）（９月 12 日（日）から

９月 30 日（木）まで利用制限を再延長） 

＜対象施設＞ 

 愛知県体育館、愛知県武道館、愛知県口論義運動公園、愛知県一宮総合運動場 

 （ただし、愛知県一宮総合運動場については、８月 21 日（土）から実施、愛知県武道

館については、９月３日（金）から臨時休館） 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限（ただし、イベント開催の場合は午後９時まで） 

  ○ 収容定員 5,000 人又は収容定員 50％以内（８月８日（日）から８月 26 日（木）

まで） 

  ○ 人数上限 5,000 人かつ収容率 50％以内（８月 27 日（金）から９月 30 日（木）ま

で） 

 ＜対象施設＞ 

熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、愛・地球博記念公園、あいち健康の森公園、大高緑地、

木曽川祖父江緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後８時までに制限 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 

（９）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年８月 21 日(土)～９月 12 日(日)） 

＜対象施設＞ 

大塚海浜緑地 

 ＜一部施設の利用制限内容＞ 

○ バーベキュー施設の利用時間を午後８時までに制限 

（10）利用制限（休館）（2021 年９月３日（金）～10 月 31 日（日）） 

＜対象施設＞ 

愛知県武道館 

＜内容＞ 

「愛知入院待機ステーション」の開設に伴う全館臨時休館 

（11）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年 10 月１日（金）～10 月 17 日（日）） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後９時までに制限（イベント開催含む） 

  ○ 人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内 

＜対象施設＞ 

  愛・地球博記念公園、大高緑地、木曽川祖父江緑地 

＜一部施設の利用制限内容＞ 

〇 利用時間を午後９時までに制限 

○ バーベキュー施設を終日利用休止 
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（12）一部利用制限（収容率・人数制限）（2021 年 10 月 18 日（月）～） 

 ＜対象施設＞ 

  愛知県体育館、愛知県武道館、愛知県一宮総合運動場、愛知県口論義運動公園 

 ＜一部利用制限内容＞（2021 年 10 月 18 日（月）～10 月 30 日（土）） 

〇 大声なし：収容率 100％以内、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内（10,000

人以内）のいずれか大きい方 

○ 大声あり：収容率 50％以内、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内（10,000

人以内）のいずれか大きい方 

＜一部利用制限内容＞（2021 年 10 月 31 日（日）～11 月 21 日（日）） 

〇 大声なし：収容率 100％以内、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内のいずれ

か大きい方 

○ 大声あり：収容率 50％以内、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％以内のいずれ

か大きい方 

＜一部利用制限内容＞（2021 年 11 月 22 日（月）～2022 年１月 20 日（木）） 

〇 「感染防止安全計画」を策定し、県がその内容を確認したイベント 

・収容率 100％、収容定員まで 

○ その他のイベント 

・大声なし：収容率 100％、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％のいずれか大き

い方 

・大声あり：収容率 50％、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％のいずれか大きい

方 

 ※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度。また、チェックリストにより、

感染防止策への対応状況を確認し、イベント主催者等が Web ページ等で公表

し、イベント終了日から１年間保管する。 

＜一部利用制限内容＞（2022 年１月 21 日（金）～３月 21 日（月）） 

（３月６日（月）から３月 21 日（月）まで延長） 

〇 「感染防止安全計画」を策定し、県がその内容を確認したイベント 

・収容率 100％、人数上限 20,000 人のいずれか小さい方を限度 

○ その他のイベント 

・大声なし：収容率 100％、人数上限 5,000 人 

・大声あり：収容率 50％、人数上限 5,000 人 

 ※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度。また、チェックリストにより、

感染防止策への対応状況を確認し、イベント主催者等が Web ページ等で公表

し、イベント終了日から１年間保管する。 

      〔ワクチン・検査パッケージ制度等：適用なし〕 

 ＜一部利用制限内容＞（2022 年３月 22 日～） 

 ○ 「感染防止安全計画」を策定し、県がその内容を確認したイベント 

    ・収容率 100％かつ収容定員まで 

  ○ その他イベント 

・大声なし：収容率 100％、かつ、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％のいずれか

大きい方 

・大声あり：収容率 50％、かつ、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％のいずれか

大きい方 

※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度。また、チェックリストにより、

感染防止策への対応状況を確認し、イベント主催者等が Web ページ等で公表

し、イベント終了日から１年間保管する。 
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◆愛知県青年の家等 

（１）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年１月 19 日(火)～３月７日(日)） 

＜対象施設＞ 

  愛知県青年の家、愛知県美浜自然の家、愛知県旭高原自然の家、愛知県野外教育セン

ター 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 体育館等の利用時間を午後８時までに制限 

〇 既に予約されていた利用団体に対し、午後８時以降の利用を控えるよう協力を要

請。 

（２）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年５月 12 日(水)～６月 20 日(日)） 

 （愛知県青年の家と愛知県野外教育センターは、７月２日(金)まで利用制限を延長） 

＜対象施設＞ 

  愛知県青年の家、愛知県美浜自然の家、愛知県旭高原自然の家、愛知県野外教育セン

ター 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 体育館等の利用時間を午後８時までに制限 

〇 既に予約されていた利用団体に対し、午後８時以降の利用を控えるよう協力を要

請。 

（３）一部利用制限（利用時間の短縮）（2021 年８月 21 日（土）～９月 30 日（木）） 

＜対象施設＞ 

  愛知県青年の家、愛知県美浜自然の家、愛知県旭高原自然の家、愛知県野外教育セン

ター 

 ＜一部利用制限内容＞ 

〇 体育館等の利用時間を午後８時までに制限 

〇 既に予約されていた利用団体に対し、午後８時以降の利用を控えるよう協力を要

請。 

 

11 「愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針」の策定（2020 年５月 26 日～） 

県民の皆様の生命を守り、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可

能とするため、感染症を巡る状況を的確に把握し、県や市町村、医療関係者、専門家、県民

や事業者が一丸となって、感染拡大予防対策をさらに進めていくため策定 

＜個別対策ごとの実施方針＞ 

    〇感染状況等の監視 

〇県民・事業者の皆様へのお願い 

・「新しい生活様式」の定着 

・一定の期間を設けて段階的に緩和 

・都道府県をまたぐ移動（東海 3 県の観光を含めた人の移動は 2020年６月１日から緩和） 

・クラスター発生実績のある施設の利用（感染防止対策の徹底を前提に 2020 年６月１日 

から緩和） 

・催物（イベント等）の開催（感染防止対策を前提に段階的に規模要件を緩和） 

・職場への出勤（引き続き、在宅勤務、時差勤務、自転車通勤等の取組） 

・第３波への対応（営業時間短縮等の要請、不要不急の行動自粛と行動変容、ガイドライ 

ンの遵守等感染防止対策の徹底） 
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    〇その他の取組 

・防災対策における感染防止対策～避難所の感染防止対策 

・宿泊事業者が実施する感染防止対策への支援 

・県民、事業者の皆様への情報提供 

・県の実施体制及び国、市町村等との連携 

 

12 「感染防止対策リスト」を作成し、関係業団体に対策の徹底を要請（2020 年６月１日

～） 

   ＜作成した「感染防止対策リスト」＞ 

・各業種共通  
・社交飲食業編（パブ、バー、ダーツバー、キャバレー、スナック、性風俗店） 
・オーセンティックバー編 

・特定遊興飲食店（ナイトクラブ）編 
・ライブホール、ライブハウス編 
・カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食業編 

・フィットネス関連施設編 
 

13 休業要請・営業時間短縮要請に協力した事業者への協力金 

ア 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   2020 年４月 17 日(金)～５月６日（水）の休業要請に応じて、全面的に協力

頂いた事業者に対し、市町村と連携して協力金を交付 

（２）対象 

  県の休業要請を受けて休業する地元中小事業者等 

   ※ 緊急事態宣言で休業を要請しない食堂、レストラン、喫茶店等について 

も、休業要請に沿った営業時間の短縮に応じる場合は、協力金を交付 

（３）交付額（定額） 

  １事業者当たり 50 万円（県 25 万円、市町村 25 万円） 

  イ 愛知県・名古屋市感染防止対策協力金 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   2020 年８月５日(水)～８月 24 日(月)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂

いた事業者（栄・錦地区）に対し、名古屋市と連携して協力金を交付 

（２）対象 

  対象エリア（栄･錦地区）に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営す 

る中小企業者等 

（３）交付額 

  １事業者１日当たり１万円（最大 20 万円） 

ウ 愛知県感染防止対策協力金（2020 年 11 月 29 日～12 月 17 日実施分） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   2020 年 11 月 29 日(日)～12 月 17 日(木)の営業時間短縮要請に応じて、協力

頂いた事業者（栄・錦地区）に対し、協力金を交付 

（２）対象 

  対象エリア（栄･錦地区）に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営す 

る中小企業者等 
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（３）交付額 

  １事業者１日当たり 2万円（最大 38 万円） 

 

エ 愛知県感染防止対策協力金（2020 年 12 月 18 日～2021 年１月 11 日実施分） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   2020年12月18日(金)～2021年１月11日(月)の営業時間短縮要請に応じて、

協力頂いた事業者に対し、協力金を交付 

（２）対象 

  県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小企業者等 

（３）交付額 

  １施設１日当たり 4万円（最大 100 万円） 

オ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年１月 12 日～２月７日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年１月 12 日(火)～２月７日(日)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

○2021 年１月 12 日～１月 17 日実施分 

（１）対象 

  県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小企業者等 

（２）交付額 

  １施設１日当たり 4万円（最大 24 万円） 

○2021 年１月 18 日～２月７日実施分 

（１）対象 

  県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者（大企業も 

対象） 

（２）交付額 

  １施設１日当たり 6万円（最大 126 万円） 

カ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年２月８日～３月 21 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年２月８日(月)～３月 21 日(日)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

○2021 年２月８日～２月 28 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者（大企業も 

対象） 

（２）交付額 

  １施設１日当たり６万円（最大 126 万円） 

○2021 年３月１日～３月 21 日 

（１）対象 

   県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者（大企業も 

対象） 

（２）交付額 

  １施設１日当たり４万円（最大 84 万円） 
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キ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年３月 22 日～４月 19 日実施分） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   2021 年３月 22 日(月)～４月 19 日(月)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂

いた事業者に対し、協力金を交付 

（２）対象 

名古屋市内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（３）交付額 

  １施設１日当たり２万円（最大 58 万円） 

ク 愛知県感染防止対策協力金（2021 年４月 20 日～５月 31 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年４月 20 日(火)～５月 31 日(月)の営業時間短縮要請・休業要請に応じて、

協力頂いた事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2021 年４月 20 日～５月 11 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて、名古屋市内は４万円～10 万円、名古屋市以外の 

愛知県内は 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

○2021 年５月 12 日～５月 31 日 

（１）対象 

県内に所在し、休業又は営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業

者（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて４万円～10 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

 【カラオケ設備利用自粛要請枠】 

○2021 年４月 20 日～５月 11 日 

（１）対象 

・カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等を 

運営する事業者（飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要） 

・飲食業の許可を受けていないカラオケ店を運営する事業者 

（２）交付額 

   １店舗１日あたり１万円（夜間営業カラオケ店の例外あり） 

○2021 年５月 12 日～５月 31 日 

（１）対象 

・カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等を 

運営する事業者（飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要） 

・飲食業の許可を受けていない小規模のカラオケ店（1,000 平方メートル以下

のもの） 
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（２）交付額 

  ・飲食店：１店舗１日あたり１万円 

  ・カラオケ店：１店舗１日あたり２万円 

 【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

○2021 年５月 12 日～５月 31 日 

（１）対象 

大規模施設：特措法 24条 9 項に基づく休業・営業時間短縮要請を受けた 1,000

㎡超の施設を運営する事業者（大企業も含む） 

テナント・出店者：大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場

した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等 

（２）交付額 

   大規模施設：自己利用面積 1000 ㎡毎に 20 万円／日に「短縮した時間／本来 

の営業時間」を乗じた額 

テナント・出店者：店舗面積 100 ㎡毎に２万円／日に「短縮した時間／本来 

      の営業時間」を乗じた額 

ケ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年６月１日～６月 20 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年６月１日(火)～６月 20 日(日)の営業時間短縮要請・休業要請に応じて、

協力頂いた事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

（１）対象 

県内に所在し、休業又は営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業 

者（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて４万円～10 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

 【カラオケ設備利用自粛要請枠】 

（１）対象 

・カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等を 

運営する事業者（飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要） 

・飲食業の許可を受けていない小規模のカラオケ店（1,000 平方メートル以下

のもの） 

（２）交付額 

  ・飲食店：１店舗１日あたり１万円 

  ・カラオケ店：１店舗１日あたり２万円 

 【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

（１）対象 

大規模施設：特措法 24条 9 項に基づく休業・営業時間短縮要請を受けた 1,000

㎡超の施設を運営する事業者（大企業も含む） 

テナント・出店者：大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場

した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等 

（２）交付額 

   大規模施設：自己利用面積 1000 ㎡毎に 20 万円／日に「短縮した時間／本来 

の営業時間」を乗じた額 

テナント・出店者：店舗面積 100 ㎡毎に２万円／日に「短縮した時間／本来 

      の営業時間」を乗じた額 
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コ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年６月 21 日～７月 11 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年６月 21 日(月)～７月 11 日(日)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2021 年６月 21 日～７月 11 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて、措置区域は３万円～10 万円、措置区域以外の 

愛知県内は 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

 【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

○2021 年６月 21 日～７月 11 日 

（１）対象 

大規模施設：特措法 24 条 9 項に基づく営業時間短縮要請を受けた 1,000 ㎡超

の施設を運営する事業者（大企業も含む） 

テナント・出店者：大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場

した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等 

（２）交付額 

   大規模施設：自己利用面積 1000 ㎡毎に 20 万円／日に「短縮した時間／本来 

の営業時間」を乗じた額 

テナント・出店者：店舗面積 100 ㎡毎に２万円／日に「短縮した時間／本来 

      の営業時間」を乗じた額 

サ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年７月 12 日～８月７日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年７月 12 日(月)～８月７日(土)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 
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シ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年８月８日～８月 26 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年８月８日(日)～８月 26 日(木)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2021 年８月８日～８月 26 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて、措置区域は３万円～10 万円、措置区域以外の 

愛知県内は 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

 【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

○2021 年８月８日～８月 26 日 

（１）対象 

大規模施設：特措法 24 条 9 項に基づく営業時間短縮要請を受けた 1,000 ㎡超

の施設を運営する事業者（大企業も含む） 

テナント・出店者：大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場

した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等 

（２）交付額 

   大規模施設：自己利用面積 1000 ㎡毎に 20 万円／日に「短縮した時間／本来 

の営業時間」を乗じた額 

テナント・出店者：店舗面積 100 ㎡毎に２万円／日に「短縮した時間／本来 

      の営業時間」を乗じた額 

ス 愛知県感染防止対策協力金（2021 年８月 27 日～９月 30 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年８月 27 日(金)～９月 30 日(木)の休業・営業時間短縮要請に応じて、協力

頂いた事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2021 年８月 27 日～９月 30 日 

（１）対象 

県内に所在し、休業又は営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業 

者（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて、４万円～10 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円）  ※カラオケ店は別の取扱 

 【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

○2021 年８月 27 日～９月 30 日 

（１）対象 

大規模施設：特措法 24 条 9 項に基づく営業時間短縮要請を受けた 1,000 ㎡超

の施設を運営する事業者（大企業も含む） 

テナント・出店者：大規模施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場

した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等 
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（２）交付額 

   大規模施設：自己利用面積 1000 ㎡毎に 20 万円／日に「短縮した時間／本来 

の営業時間」を乗じた額 

テナント・出店者：店舗面積 100 ㎡毎に２万円／日に「短縮した時間／本来 

      の営業時間」を乗じた額 

セ 愛知県感染防止対策協力金（2021 年 10 月１日～10 月 17 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2021 年 10 月１日(金)～10 月 17 日(日)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂い

た事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2021 年 10 月１日～10 月 17 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：売上高に応じて、2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

ソ 愛知県感染防止対策協力金（2022 年１月 21 日～３月６日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2022 年 1 月 21 日(金)～３月６日(日)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2022 年１月 21 日～３月６日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：営業時間の短縮の内容により、売上高に応じて、３万円～10 万円 

又は 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 

タ 愛知県感染防止対策協力金（2022 年３月７日～３月 21 日実施分） 

＜事業概要＞ 

概要 

2022 年３月７日(月)～３月 21 日(月)の営業時間短縮要請に応じて、協力頂いた

事業者に対し、協力金を交付 

 【営業時間短縮要請枠】 

○2022 年３月７日～３月 21 日 

（１）対象 

県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者 

（大企業も対象） 

（２）交付額 

   中小企業：営業時間の短縮の内容により、売上高に応じて、３万円～10 万円 

又は 2.5 万円～7.5 万円 

   大企業 ：売上高減少額の４割（最大 20 万円） 
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14 新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

自主的に休業する理美容事業者に対して休業協力金を交付 

 ・愛知県理容及び美容業生活衛生同業組合加盟者 

休業期間：2020 年４月 24 日（金）～５月６日（水） 

・組合未加盟者 

休業期間：2020 年４月 25 日（土）～５月６日（水） 

（２）交付額 

      １事業者あたり 20 万円（県 10 万円、市町村 10 万円） 

 

15 市町村が独自に実施する休業支援金等に対する支援 

  ＜事業概要＞ 

（１）概要・対象 

愛知県緊急事態措置に伴って、テナントとして入居している施設等の運営者・ 

管理者からの休業要請により、自らの意思に基づくことなく休業を余儀なくされ

た生活必需物資・サービスの提供を行う中小事業者等を対象に、市町村が支援金

等交付事業を独自に実施する場合に県が補助 

 

   （２）支援金等の額 

      市町村が定める任意の額（１事業者あたり 50 万円を上限） 

 （３）県補助額 

      市町村交付額の合計の 2分の 1以内（１事業者あたり 25 万円（50 万円×1/2）

を上限） 

 

16 愛知県医療従事者応援金 

   新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる入院医療機関の医療従事者の処遇改善

を推進するため、愛知県独自の「応援金」を創設 

＜交付対象＞ 

  新型コロナウイルス感染症患者が入院した医療機関 

＜使途の例示＞ 

・ 新型コロナウイルスに感染した患者又はその疑いのある患者に対応した医療従事

者に対して支払う手当 

・ 医療従事者が家族の感染の防止のためホテル等に宿泊した費用に対する手当 等  

＜交付額＞（2021 年 11 月以降退院分） 

  入院患者１人当たり 

軽症・中等症：10 万円、ネーザルハイフローで対応した入院患者：20 万円、 

重症：50 万円、重篤：100 万円 

＜寄附による上乗せ＞ 

    個人、法人からの寄附により重症患者 1人当たり 20 万円、重篤患者 1人当たり 40

万円を上乗せし、医療従事者の処遇改善を促進 
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17 民間児童福祉施設等職員応援金（～2020 年 11 月） 

  新型コロナウイルスの緊急事態宣言下において、事業の継続に協力し、直接的なサー

ビス提供に従事した保育士等のモチベーションを維持し、活動の促進等を図るため、民

間の児童福祉施設等に対する、愛知県独自の「応援金」を創設 

 ＜交付対象＞ 

県の事業継続要請を受け、事業を継続してきた民間の保育所、認定こども園、地域型

保育事業、放課後児童クラブ、幼稚園、児童養護施設等 

＜使途の例示＞ 

・児童福祉施設等サービスの継続と職員のモチベーションの維持、活動の促進を図る

ための経費等  

・教職員に支払う慰労金や一時金、教職員の感染防止のための衛生用具等の購入など、

教育活動の継続と教職員のモチベーションの維持、活動の促進を図るための経費 

＜交付額＞ 

 １施設あたり 10 万円 

 

18 社会福祉施設職員慰労金（～2021 年 3 月 31 日） 

  新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染リスクを抱える環境において、サービ

ス継続のため業務に従事した介護施設・事業所及び障害福祉サービス施設・事業所等に

勤務する職員に対する「慰労金」を創設 

 ＜交付対象＞ 

介護施設・事業所及び障害福祉サービス施設・事業所等の職員 

＜交付額＞ 

① 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務

し、利用者と接する職員･･･１人あたり 20 万円 

② ①以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員･･･１人あたり５万円 

 

19 タクシー事業者感染拡大予防対策事業費補助金（2020 年度） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   県内のタクシー事業者（個人タクシー事業者を含む）が行う運転席と後部座

席を隔離する飛沫感染防止用スクリーンの設置を補助 

（２）補助率 

      10/10（1 台あたり上限 8千円） 

 

20 鉄軌道事業者感染拡大予防対策事業費補助金（2020 年度、2021 年度） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   複数の市に及ぶ路線を有する鉄軌道事業者に対して、必要な感染症対策を行

ったうえで、車内等の密度を上げないよう配慮した運行に要する経費を補助 

（２）補助率 

      1/2 

 

21 新型コロナウイルス感染症患者の子どもの保護 

新型コロナウイルス感染症に保護者が感染し、入院等により子どもの養育が困難な

家庭については、保護者が退院等するまでの間、児童相談センターが一時保護所におい

て子どもを保護 



27 
 

 

22 児童養護施設等への看護師派遣 

   一時保護所で濃厚接触者となった児童を受け入れた場合や児童養護施設等に入所し

ている児童が濃厚接触者となった場合に、当該児童の健康観察や当該施設の感染症対

策に対する助言・指導を行う看護師を派遣 

 

23 「あいちの買い物ルール」のお願い（2020 年４月 24 日～） 

  ・県民向け 

   ①少人数 ②短時間 ③咳エチケット等の徹底 ④混雑時を避ける  

⑤買いだめや買い急ぎはしない ⑥毎日の利用はしない 

  ・スーパー等事業者向け 

   ①混雑時の入場制限 ②人と人との距離の確保 ③共用部の消毒・手指衛生 

   ④レジの前のパーティション 

  ・高齢者・障害者などへの配慮 

    開店から１時間程度は、高齢者、障害者、妊婦、ヘルプマークの皆様の買物時間

とする旨の協力依頼 

 

24 公園利用のお願い（2020 年４月 24 日～） 

  ・利用者向け 

   ①少人数 ②混雑を避ける ③人と人との距離を適切に 

 

25 河川、海岸、砂防、港湾及び漁港の緑地等オープンスペース利用についてのお願い(2020

年４月 27 日) 

  ・利用者向け 

① 少人数 ②混雑を避ける ③人と人との距離を適切に 

  ・利用者向け注意喚起の掲示(2021 年４月 28 日～) 

   ①集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛、②人と人の距離の確保、混雑

を避ける、③マスクの着用・手指衛生の徹底、④大声での会話の自粛 

  ・河川、海岸、砂防等における緑地等の利用の制限（2021 年５月 10 日～10 月 17 日） 

   人が密集する可能性のある場所の進入路に、バリケード等を設置 

 

26 名古屋駅での啓発活動及び検温の実施（2020 年４月 29 日～５月６日） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、ＪＲ名古屋駅においてゴール

デンウィーク期間中に新幹線で来県した方々に啓発活動と任意での検温を実施 

啓発活動・検温実績 チラシ配布枚数 483 枚 検温実施人数 309 人(発熱者なし) 

 

27 新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」（2020 年６月８

日～） 

新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む事業者を支援するため、感染防止対策

として取り組む項目を届け出ていただいた施設に対して、本県独自の PR ステッカー・

ポスターを提供し、「安全・安心宣言施設」として応援 
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28 新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む飲食店の「あいスタ認証」（2021 年６月

28 日～） 

飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底強化を図るため、飲食店を

県が認証する制度を創設 

飲食店からの申請を受付後、調査員が現地調査を行い、感染防止対策の実施状況を確

認し、認証基準に適合している店舗に、認証通知書、ステッカー等を交付 

  ＜あいスタ認証店への資機材配付＞  

あいスタ認証制度の早急な普及を図るため、あいスタ認証店に感染防止対策資機材

を配付（2021 年８月 31 日～11 月 30 日） 

A～E のプランから１つを選択 

A CO2 センサー、B パーティション、C 非接触検温器、D 感染防止対策消耗品セ

ット、E 足踏み式消毒スタンド ＋（A～E共通）マスクケース 

＜ワクチン・検査パッケージ制度を適用する飲食店等の登録＞ 

12 月 22 日からは、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、感染拡大時に課される

利用人数等の制限緩和を受けようとするあいスタ認証店等について登録の受付を開始 

 

29 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（2020年７月30日～2021年２月28日） 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止、収束に向けてウイルスに立ち向かい、相当程

度心身に負荷がかかる中、強い使命感を持って業務に従事している医療機関等の職員に

対し「慰労金」を創設 

 ＜交付対象及び交付額＞ 

① 県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員のう

ち、実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場

合･･･１人あたり 20 万円 

② 県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員のう

ち、①以外の場合･･･１人あたり 10 万円 

③ その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従

事者や職員･･･１人あたり５万円 

 

30 救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策事業費補助金（2020 年７月 27 日～2022

年３月 31 日） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

救急・周産期・小児医療の体制確保を行うため、救命救急センター、二次救急医療

機関、周産期母子医療センター、小児医療機関等に対して、院内感染を防止するため

に必要な設備整備費、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する経費を補助 

（２）補助率 10/10 

（３）補助内容 

ア 設備整備費（基準額あり） 

     簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPA フィルター付き空気清浄機、HEPA

フィルター付きパーテーション、消毒経費 等 

   イ 支援金(2020 年度のみ) 

・対象経費：感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費 

・上限額：99 床以下：2,000 万円、100 床以上：3,000 万円（以降 100 床ごとに 

 1,000 万円加算） 
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31 医療機関院内感染防止対策事業費補助金（2020 年７月 30 日～2021 年２月 28 日） 

新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる

医療を提供することができるよう、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産

所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助 

＜補助上限額＞ 

区分 金額 

病院（医科、歯科） 200 万円+5 万円×病床数 

有床診療所（医科、歯科） 200 万円 

無床診療所（医科、歯科） 100 万円 

薬局、訪問看護ステーション、助産所 70 万円 

 

32 新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金（2020 年 11 月

25 日～2021 年２月 28 日） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設する施術

所において、感染拡大を防ぐための取組を補助 

（２）補助率 

      10/10（1 施術所あたり上限 10 万円） 

 

33 新型コロナウイルス感染症対策看護師派遣事業 

県内の医療機関や福祉施設においてクラスターが発生し、通常の運営体制の維持が困

難になった場合に、公益社団法人愛知県看護協会の協力の下、看護師等を派遣し、初動

の支援を行う 

 

34 宿泊事業者・観光事業者等・旅行者の感染防止対策の促進 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、観光事業者の受入れ体制を支援するた

め、宿泊事業者が実施する感染防止対策やワーケーションへの対応等に対する支援や旅

行時における感染防止のための留意事項の普及啓発等を実施 

  ・「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の徹底に必要な設備、及

びワーケーション環境整備等導入の取組を支援（1 施設あたり上限 500 万円、補助

率 3/4 以内）（受付期間：2021 年８月２日～2021 年 11 月 15 日） 

・「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の徹底に必要な設備等の

導入の取組を支援（1施設あたり上限 200 万円、補助率 2/3（中小企業者は 3/4）以

内）（受付期間：2020 年 11 月 1 日～12 月 25 日） 

・本県観光地を訪れた旅行者が「新しい旅のエチケット」（感染防止のための留意事項

等をまとめたもの）を実践して旅行を楽しむ場面を想定した動画（以下、「新しい旅

のエチケット」ＰＲ動画）を制作（公開期間：2020 年 11 月 27 日～2021 年 11 月 26

日） 

・県内観光事業者を対象にコロナ感染症対策をテーマとしたセミナーを４回開催 

（2021 年９月 21 日、10 月４日、10 月 25 日、11 月 15 日） 

・旅行者向けに、観光施設等のコロナ対策の情報提供を行う Web サイトを制作し、ま

た、「新しい旅のエチケット」ＰＲ動画を中部国際空港にて発信（期間：2021 年６月

27 日～11 月 26 日） 
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35 高機能換気設備等導入支援事業費補助金（2020 年 10 月 29 日～2021 年３月 31 日） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

感染リスクの低減及び温室効果ガスの排出削減に資する高機能換気設備等

の導入を補助 

（２）補助率等 

ア 大企業：１／２ 

イ 中小企業等（個人事業主を含む）：２／３ 

（３）補助限度額 

10,000 千円 

 

36 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金（2020 年 10 月 1 日～2021 年３月 31 日） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザが同時に流行する場合を見据

え、高齢者等に対するインフルエンザワクチンの自己負担額分を補助すること

により、重症患者の発生を抑え、新型コロナウイルス対応医療機関の負担軽減

を図る。 

（２）接種対象者 

①６５歳以上の者 

②６０歳以上６５歳未満の者で特定の疾患※を有する者 

※心臓腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

（３）補助先等 

市町村に対し、市町村が定める自己負担額の１０／１０を補助 

 

37 愛知県回復患者転院受入医療機関応援金 

   新型コロナウイルス感染症から回復した患者を他の医療機関で受け入れることで、新

たな新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床を確保することを目的に交付 

＜交付対象＞ 

  新型コロナウイルス感染症に罹患して入院した患者のうち、厚生労働省の退院基準を

満たした患者の転院を最初に受け入れた医療機関 

＜使途の例示＞ 

・ 転院を受け入れた患者に対応した医療従事者に対して支払う手当 

・ 患者の転院を受け入れるために医療従事者がホテル等宿泊施設に宿泊した費用に

対する手当 等  

＜交付額＞ 

  患者１人当たり 10 万円 

 

38 遠隔手話サービスの実施 

   感染症の発生などにより手話通訳者等の派遣が困難な場合において、県が配備する

通信用タブレット等を活用した遠隔による手話通訳サービスを提供 
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39 生活衛生同業組合感染拡大防止対策支援金 

＜事業概要＞ 

（１） 概要 

県民生活に密着した業種の同業団体である生活衛生同業組合（16 組合）及び

一般社団法人愛知県生活衛生同業組合連合会が 2021 年度に実施する新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策の取組に対して支援金を交付 

   （２） 交付額 

      生活衛生同業組合   計 4,700 万円 

      一般社団法人愛知県生活衛生同業組合連合会   300 万円 

 

40 オリンピック・パラリンピック関連の観戦イベント自粛の呼びかけ 

   パブリックビューイングを始め、職場や学校、飲食店等で多くの人が集まるオリン

ピック・パラリンピック競技大会関連の観戦イベント自粛の呼びかけを実施 

 

 

Ⅲ 県民生活への対策 

１ 休業・失業等による収入減少世帯への支援 

（１）生活福祉資金貸付制度 

生活福祉資金貸付制度に特例を設け、新型コロナウイルス感染症の影響による休業 

や失業により、収入が減少した世帯に対して、生活費用を支援 

① 緊急小口資金（一時的な資金が必要な方[主に休業された方]）20 万円以内 

② 総合支援資金（生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等]）20 万円以内 

貸付実績（2022 年 1月 31 日時点） 145,609 件 45,086,170 千円 

（２）住居確保給付金 

   住居確保給付金の支給対象を拡大し、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と

同程度の状況となり、住居を失った又は失うおそれのある方に対して、期間を定めて

家賃相当額を支援  

支給実績（2022 年 1月 31 日時点） 9,223 件 1,966,675 千円 

（３）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了した生活

困窮世帯等の自立を支援するため、給付金を支給 
・支給額（月額） 

単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯：10 万円 

・支給期間 
3 か月 

支給実績（2022 年 2月 28 日時点） 

（うち、再支給） 

4,825 件 

（994 件） 

734,460 千円 

（99,400 千円） 

（４）児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業の拡充 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、内定が取り消されるなど就業が出来ない

又は就業継続が難しくなった児童養護施設退所者等に対し、就業するまでの求職期

間等について家賃及び生活費を貸付 
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（５）家計急変世帯に対する奨学給付金の支給 

    家計の急変により保護者等の収入が減少し、県民税及び市町村民税所得割額が非課

税である世帯に相当すると認められる世帯について支援が行えるよう、奨学給付金の

対象者を拡大 

（６）オンライン学習に係る通信費の奨学給付金の加算支給（2020 年度） 

    新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン学習を活用している、県民税及び

市町村民税所得割額が非課税である世帯及び家計の急変により保護者等の収入が減

少し、県民税及び市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯の高校生

等の保護者を対象に、通信費相当額を支援するため、奨学給付金を加算支給（１人あ

たり１万円） 

   ※2021 年度からは、支給単価の算定に含まれています。 

（７）奨学給付金の単価増の実施による上乗せ支給（2020 年度） 

    コロナ禍で生活が困窮し、高校における教育費を切り詰めざるを得ない、県民税及

び市町村民税所得割額が非課税である世帯及び家計の急変により保護者等の収入が

減少し、県民税及び市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯に対し

て、必要な教育費を支援するため、単価増を実施し、奨学給付金を上乗せ支給 

   ※2021 年度支給単価は、上乗せ支給後の単価に改正されています。 

 

２ 県営住宅の提供 

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住まいの確保が困難となった

方に対して、県営住宅（43 団地 81 戸）を提供 

 

３ ひとり親世帯に対する臨時特別給付金の支給（2020 年度） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う所得の低いひと

り親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給 

・基本給付 

 １世帯あたり５万円、第２子以降児童１人につき３万円加算 

・追加給付 

 収入が大きく減少した世帯に対して５万円 

・基本給付の再支給 

 １世帯あたり５万円、第２子以降児童１人につき３万円加算 

 

４ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支  

給（2021 年度） 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、ひとり親子育て世帯の生活を

支援するため、特別給付金を支給 

 ・支給額 

  児童１人あたり５万円 

 

５ ひとり親世帯に対する住宅支援資金の貸付（2021 年度から実施） 

   新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困難な中、自立に向けた就職活動に取

り組むひとり親世帯に対し、入居している住宅家賃の実費を貸付（上限月４万円・１年

限り） 
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６ 税制上の支援 

（１）個人事業税の申告期限の延長 

2020 年度分の個人事業税の申告期限を１か月（2020 年３月 16 日→2020 年４月 16

日）延長 

2021 年度分の個人事業税の申告期限を１か月（2021 年３月 15 日→2021 年４月 15

日）延長 

（２）徴収の猶予制度の特例 

収入が大幅に減少（前年同期比概ね 20％以上の減少）した場合において、無担保か

つ延滞金なしで１年間、県税の徴収を猶予できる特例を創設（2020 年２月１日から

2021 年２月１日までに納期限が到来する県税について適用） 

※国税及び市町村税についても同様の措置 

（３）自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

自動車税環境性能割（県税）の税率を１％分軽減する特例措置の適用期限（現行2020

年９月 30 日）について、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として６か月（2021

年３月 31 日まで）、感染症の状況や経済の動向等を総合的に勘案してさらに９か月

（2021 年 12 月 31 日まで）延長 

※軽自動車税環境性能割（市町村税）についても同様の措置 

（４）入場料金等払戻請求権を放棄した場合の個人県民税の寄附金税額控除の特例 

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した場合、所得税の寄附金

控除の対象となるイベントについて、個人県民税の寄附金税額控除の対象とする特例

を創設（2020 年２月１日から 2021 年 12 月 31 日までに放棄した場合に適用） 

 

７ 消費生活相談の強化 

県消費生活総合センター等に寄せられた相談情報をもとに、新型コロナウイルス感染 

症に関連した消費者トラブルを取りまとめ、注意喚起情報を発信 

 

８ 外国人県民に対する情報提供 

・県の多文化共生Ｗｅｂページ「あいち多文化共生ネット」などにより、感染予防など

の外国人県民にとって重要な情報を、「やさしい日本語」のほか、多言語で発信 

・感染防止対策に係る更なる啓発のため、外国人にもわかりやすいチラシを「やさしい

日本語」及び多言語（11 言語）で作成（ＰＤＦにより提供）し、県の新型コロナウイ

ルス感染症対策サイト等に掲載するとともに、県内関係機関に配布し、啓発を依頼 

・公益財団法人愛知県国際交流協会が外国人県民からの相談などに対応 

 

９ 運転免許の有効期限の延長措置 

   ＜対 象 者＞ 

・新型コロナウイルスに感染した者 

・新型コロナウイルスに感染するおそれがあることを理由に運転免許の更新ができな

かった者で運転免許証に記載された有効期間の末日が2020年３月13日から９月30

日までの者 

＜延長期間＞ 

有効期間の末日から３月を経過する日までの間 
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10 学校の臨時休業等や学校活動の再開に伴う対策 

（１）県立学校の臨時休業等 

県内の感染状況を踏まえ、2020 年５月 25 日から段階的に県立学校を再開。市町村立

小中学校にも同様の対応とするよう要請し、私立小中高等学校等にも通知 

（２）放課後児童クラブの支援 

小学校の臨時休業に伴い、平日の午前中から開所するなど、放課後児童クラブの運営

にあたって追加的に必要な経費を助成 

（３）介護施設内保育所の支援（～2021 年 3 月 31 日） 

小学校の臨時休業に伴い、介護施設内保育所において、学童の受入のために追加で配

置した職員の人件費を助成 

（４）放課後等デイサービスの支援（～2021 年 3 月 31 日） 

特別支援学校等の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用が増加した児童に

ついて、保護者の負担増分を助成 

（５）認可保育所等の臨時休園等に係る保育料返還分の補てん 

認可保育所等に対し、感染拡大抑制のための臨時休園等で登園しない期間に係る保

育料返還分を補てん 

（６）学校給食休止等に伴い発生する関係事業者・保護者の負担の軽減 

・学校給食の休止による給食業者の売上減少に対する補てんなど、学校給食関連事業

者への総合的な支援について国に要請 

・臨時休業期間中の県立学校の学校給食費について保護者の負担とならないよう返還 

・売上が減少した学校給食事業者に対し、本県独自に国の持続化給付金に上乗せするこ

とで事業継続を支援（１事業者あたり20万円） 

（７）子どもの居場所の確保に向けた取組（学校の活用） 

・児童の安全確保と保護者の負担軽減のため、小学校を開放し、「自主登校教室」を小

学校内に設け、万全の感染防止措置を施した上で、児童の居場所を確保 

・県立特別支援学校について、幼児・児童・生徒の居場所確保や保護者の負担軽減を図

るため、希望者に対して「自主登校教室」を開設するとともに、スクールバスの運行

及び医療的ケアの実施、給食等を提供 

（８）児童・生徒の家庭でのオンライン学習の支援及び学校におけるＩＣＴ環境の整備 

・「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けた整備により、オンライン授業を活用した子

どもたちの学びを保障できる環境を整備 

・県総合教育センターのＷｅｂサイト内に、小・中・県立学校向け学習支援サイトを開

設し、学習動画教材を掲載 

・無償のオンライン学習支援アプリなどを活用したオンライン学習の手順を県立学校

に通知するとともに、市町村教育委員会に情報提供 

・県立学校において、民間の授業動画コンテンツが利用できるオンライン学習支援サ

ービスを導入し、家庭においても学力を定着させる環境を整備 

・私立高等学校等において、民間の授業動画コンテンツが利用できるオンライン学習

支援サービスの利用料を補助し、家庭においても学力を定着させる環境を整備 

・県立学校において、生徒１人１台端末や大型提示装置等を追加整備 

・タブレット端末を用いた授業の本格導入に向け、効果的な活用の研究及び成果の早

期発信 
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（９）児童・生徒の心身の健康のケア 

・児童・生徒の心身の不調に気づいた場合、スクールカウンセラー等の専門スタッフ 

や地域の専門機関等と連携をとりながら、児童・生徒の安全と安心を取り戻すため

の支援を実施 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを追加配置し、児童・生徒の心

をサポートする教育相談体制を強化 

・相談機関として、「よりそいチャット」や「チャイルドライン」、「子どもＳＯＳほっ

とライン２４」、「愛知県精神保健福祉センター」をリーフレット等で紹介 

・総合教育センターにおいて、児童・生徒や保護者を対象とした教育相談事業を実施 

・県立高等学校において、ＳＮＳを活用し、様々な不安やストレスを抱える高校生に対

する相談体制を整備 

（10）スクールバスの増車 

・特別支援学校のスクールバスでの感染リスク低減を図り、安全安心な通学環境を確

保するため、県立特別支援学校 15 校にスクールバスを 55 台増車 

・肢体不自由特別支援学校４校にスクールバス５台を整備し、感染リスクの低減を図

る 

（11）家計急変世帯に対する奨学給付金の支給［再掲］ 

家計の急変により保護者等の収入が減少し、県民税及び市町村民税所得割額が非課

税である世帯に相当すると認められる世帯について支援が行えるよう、奨学給付金の

対象者を拡大 

（12）オンライン学習に係る通信費の奨学給付金の加算支給（2020 年度）［再掲］ 

新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン学習を活用している、県民税及び

市町村民税所得割額が非課税である世帯及び家計の急変により保護者等の収入が減少

し、県民税及び市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯の高校生等

の保護者を対象に、通信費相当額を支援するため、奨学給付金を加算支給（１人あたり

１万円） 

  ※2021 年度からは、支給単価の算定に含まれています。 

（13）奨学給付金の単価増の実施による上乗せ支給（2020 年度）［再掲］ 

コロナ禍で生活が困窮し、高校における教育費を切り詰めざるを得ない、県民税及び

市町村民税所得割額が非課税である世帯及び家計の急変により保護者等の収入が減少

し、県民税及び市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯に対して、必

要な教育費を支援するため、単価増を実施し、奨学給付金を上乗せ支給 

  ※2021 年度支給単価は、上乗せ支給後の単価に改正されています。 

（14）夏季休業期間中の授業実施に向けた取組 

・授業実施に伴い、必要となる非常勤講師を配置 

・授業に使用する普通教室や生徒が生活する寄宿舎へ空調環境を整備 

①ＰＴＡ負担により設置した空調設備を活用し、空調のリース料、光熱費を県が 

負担 

②空調設備のない教室等へ床置式のレンタル空調を県負担（燃料費含む）により 

設置 

（15）学校における学びの保障に向けた取組 

・少人数指導やティームティーチングを実施するため、非常勤講師を追加配置 

・学級担任の補助や補習学習などを行う学習指導員を小中学校に配置する市町村を支

援 

・子どもの健康観察、教室内の換気や消毒などの感染症対策等の補助的な業務を担う

教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）を配置する市町村を支援 
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（16）学校における感染症対策に係る支援 

県立学校において、学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、１校あたり 90

～360 万円を措置 

（17）県立学校の衛生環境の整備 

・感染リスクを低下させるため、湿式トイレを対象とした床の乾式化や便器の洋式化

等を実施 

・マスクの着用による熱中症発生等を防止するため、高等学校の空調未整備校に空調

設備を整備 

・感染症対策と熱中症対策を両立して実施していくため、ＰＴＡ負担により設置した

空調設備を活用し、全ての高等学校における普通教室等の空調設備を公費により設

置運用 

（18）修学旅行の取消料への支援 

県立学校及び私立学校の修学旅行を中止又は延期した場合に発生する取消料等を

保護者の経済的な負担軽減のため支援 

（19）デジタル化対応設備の整備 

ウィズコロナ・ポストコロナ社会における地域の産業を支える職業人育成を進める 

ため、職業科目を開設している県立高等学校にデジタル化に対応する産業教育設備を 

整備 

（20）受検機会の確保 

入学者選抜において、一人の受検生も受検機会を失うことのないよう、受検機会の

確保のための措置を講じるよう、県立学校及び私立学校等に通知 

 

11 看護師等養成所への支援 

（１）看護師等養成所遠隔授業整備への補助（2020 年 11 月２日～2021 年３月 31 日） 

   看護師等養成所に対し、遠隔授業に必要な通信環境の整備等に必要な経費を補助す

る。 

（２）看護師等養成所における実習補完事業（2020 年９月 17 日～2021 年３月 31 日） 

看護師等養成所において医療機関等での臨地実習に代えて学内演習を実施する場

合に、演習で使用する資器材を各養成所に無償で貸し出しを行う団体を支援 

（３）新人看護職員臨床現場研修事業費（2021 年度～） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨床経験が不足している新人看護職員に

対して、看護師等学校養成所が、新人看護職員研修では補えない領域や分野等の臨床

現場での体験学習を主とする卒後フォローアップ研修を実施するための必要経費を

支援 

 

12 県図書館における電子書籍貸出サービスの導入等 

・新型コロナウイルス感染症感染拡大を防ぐため、新しいサービスとして、県民が来館

せずともパソコン、スマートフォン、タブレット等の端末を使用し、在宅等でインタ

ーネットを経由して書籍が利用できる環境を整備 

・初回の利用登録手続きから電子書籍の利用まで、一貫してオンラインで手続きができ

る環境を整備 

 

13 インターネット上の人権侵害に対するモニタリングの実施 

  新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴うインターネット上の不当な差別、誹謗中傷

等を防止するための対応を検証するため、差別を助長する書き込みのモニタリングを試

行的に実施 
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Ⅳ 経済対策 

１ 相談窓口の開設 

・ 「中小・小規模企業総合相談窓口」における相談対応 

県機関、県内商工会議所・商工会等、約 100 か所に設置する相談窓口で、中小企業・

小規模企業や事業基盤の弱いフリーランスを含む個人事業主に対して、資金繰り、経営

等に関する相談対応・情報提供を実施 

・ 「労働相談窓口」における相談対応 

    労働局労働福祉課（あいち労働総合支援フロア「労働相談コーナー」）や県民事務所

産業労働課等において、労働関係法令や国の雇用調整助成金等の周知及び労働に関す

る相談（ワクチン接種に関する職場での不当な取扱いを含む各種相談）に対応 

・ 専門労働相談の実施 

  新型コロナウイルス感染症の影響により多様化・複雑化する労働問題に適切に対応

するため、専門家である社会保険労務士、臨床心理士による相談を実施 

・ 労働問題個別相談会の開催（2021 年１月～2022 年３月） 

  新型コロナウイルス感染症の影響により多様化・複雑化する労働問題に適切に対応

するため、専門家（社会保険労務士、臨床心理士等）による個別相談会を開催 

・ 雇用や労働に関する相談会の開催（～2020 年 12 月） 

企業への支援策の周知及び労働者の雇用面、住居や生活面などの相談にワンストッ

プで対応する「あいち雇用労働まるごと相談会」を開催 

 

２ 愛知県「失業なき労働移動」推進プラットフォームを通じた雇用維持対策 

・新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰になった企業と人材不足

の企業との間で、在籍型出向などにより労働者の雇用を維持するため、地域において

関係機関が連携して、出向等の情報やノウハウの共有、送出企業や受入企業開拓等を

推進することを目的としたプラットフォームを愛知労働局と共同で設置 

 

３ 経済団体及び県内企業への雇用要請 

・県内の経済団体及び中小企業等に対し、雇用維持、新規求人、新卒者採用に向けた積

極的な取組を要請 

 

４ 未就職卒業者等への就職支援（～2021 年 10 月） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい雇用情勢が続く中、就職先が未定の

まま大学や高校を卒業した方等の正社員就職を支援 

 

５ 地域別就職面接会やオンライン合同企業説明会の開催 

・新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者等のための地

域別就職面接会を開催 

・新規学卒者等の就職活動を支援するためのオンライン合同企業説明会を開催 

 

 ６ 愛知県一般職非常勤職員の採用 

    新型コロナウイルス感染症の影響により、職を失った方や採用内定を取消された方

などを愛知県の一般職非常勤職員（一般事務（臨時雇用対策））として採用（2021 年度、

2022 年度（予定）） 
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７ 中小企業の資金繰り対策 

（１）県融資制度の拡充 

○「新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金」の創設（2020 年５月 18 日～

2020 年 12 月 31 日） 

・実質無利子 

・原則、無担保 

・信用保証料の全額免除（条件変更による増額分は事業者負担） 

・信用保証協会に対する損失を県が全額補償 

・融資枠 1,000 億円 

融資実績（保証承諾ベース）   2,950 件 137 億円 

○「新型コロナウイルス感染症対応資金」の創設・拡充（2020 年５月１日～2021 年３

月 31 日） 

・一定の要件を満たす場合、当初３年間を実質無利子 

・無担保 

・信用保証料の全額又は半額免除（条件変更による増額分は事業者負担） 

・信用保証協会に対する損失の 10 分の 7を県が補償 

・限度額 6,000 万円 

・融資枠 1 兆 3,000 億円 

融資実績（保証承諾ベース） 87,147 件 1 兆 4,680 億円 

○「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」の創設（2020 年３月９日～８月

31 日） 

東日本大震災対応の際の「ガンバロー資金」と同等の融資制度を新設 

・信用保証料の全額免除（条件変更による増額分は事業者負担） 

・原則、無担保 

・信用保証協会に対する損失を県が全額補償 

・融資枠 2,000 億円 

融資実績（保証承諾ベース） 6,434 件 1,183 億円 

○「サポート資金（セーフティネット）」の拡充（2020 年３月２日～） 

・ セーフティネット保証４号の発動 

国が本県を含む 47 都道府県を突発的災害（自然災害等。今回は新型コロナウ 

イルス感染症がこれに当たる。）の影響を受けた地域として指定 

融資実績（保証承諾ベース・2022 年 1月 31 日時点） 3,593 件 895 億円 

・ セーフティネット保証５号の業種の追加指定 

  全国的な不況御業種の対象が 2020 年５月１日から原則全業種に拡大。 

2021 年 8 月 1 日から全業種指定は解除。（2022 年 1 月 31 日現在 560 業種） 

融資実績（保証承諾ベース・2022 年 1月 31 日時点） 1,751 件 449 億円 

○「サポート資金（大規模危機対応）」の利用開始（2020 年３月 13 日～2021 年 12 月

31 日） 

国の保証制度である危機関連保証に対応。大規模な経済危機、災害等による信用

収縮への対応として実施される危機関連保証の認定を受けた中小企業者が対象 

融資実績（保証承諾ベース） 2,445 件 724 億円 
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○「サポート資金（経営あんしん）」の拡充（2020 年２月 18 日～2021 年３月 31 日） 

売上高について、１か月間の減少実績、かつ、その後２か月間の減少見込みが

あれば制度の利用が可能となるよう、融資条件を緩和 

融資実績（保証承諾ベース） 776 件 86 億円 

（２）金融機関への要請 

・県融資制度取扱金融機関等に対し、直接的又は間接的に影響を受ける中小企業の実

情に応じて、貸付条件の変更等のニーズに弾力的かつ機動的に対応するよう要請

（2020 年２月 14 日、６月 22 日、12 月 17 日、2021 年４月 27 日、７月２日、12 月

１日） 

・地域の金融機関の代表者等に対し、国や県の融資制度の積極的な活用による中小企

業支援について協力を要請（2020 年３月５日、３月 27 日） 

 

８ 商店街の活動の支援 

（１）商業振興事業費補助金 

令和２年度は、「新型コロナウイルス感染症緊急対応事業」（５月 11 日）及び「新

型コロナウイルス感染症再生支援事業」（７月 15 日）を新設し、食事のテイクアウト

や商品等のデリバリー事業、また社会・生活の新様式に対応した３密をとらないイベ

ントなど商店街等団体が独自に実施する事業を支援（単一団体の場合上限 90 万円、

複数団体連携の場合上限 180 万円） 

令和３年度は、前述の２つの事業を整理・統合し、「新型コロナウイルス感染症対

策事業」を新設し、感染症対策を講じて行うイベントやオンライン化の推進などの取

組を支援（単一団体の場合上限 90 万円、複数団体連携の場合上限 180 万円）  

（２）げんき商店街推進事業費補助金 

    新型コロナウイルス感染症の影響により、冷え込んだ県内の消費を喚起するため、

市町村が商店街の活性化に向けて実施するプレミアム商品券発行事業に対する支援

を実施 

   ・補助対象者：市町村 

   ・補助上限額（プレミアム分）：政令市 80,000 千円 

                 中核市 28,000 千円 

                 その他 14,000 千円 

                 （民間負担不要） 

   ・補助率：2分の 1以内 

 

９ クラウドファンディングを活用した商品券等の販売促進（2020 年度） 

  県内の小売店、飲食店、ホテル・旅館等を対象とした、クラウドファンディングの活

用によるクーポン等の販売促進 

 

10 新サービスや新商品の開発支援 

（１）新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業 

中小企業等が取り組むポストコロナ社会の具体化に向けた新サービス・新製品の開

発及び販路拡大に対する支援 

・補助対象者：中小企業等 

・補助上限額：5,000 千円 

・補助率：4分の 3以内 

（２）あいち中小企業応援ファンド 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する新製品（商品）開発を行う事業者及

び、感染拡大の影響を受けた事業者に対して、2020 年度から助成率を引き上げ 
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11 売上が減少した中小企業者等に対する支援 

（１）愛知県中小企業者等応援金（一般枠） 

2021 年４月以降に実施した緊急事態措置及びまん延防止等重点措置による休業要

請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した

中小企業者に対する支援 

・対象者：中小法人、個人事業者 

・交付額：○４～６月分 

2019 年又は 2020 年の同期と比較した 2021 年４月～６月の合計売上減少 

額（中小法人：上限 40 万円、個人事業者：上限 20 万円 ) 

○７・８・９月分 

2019 年又は 2020 年の同月と比較した 2021 年７月・８月・９月各月の 

売上減少額（中小法人：上限 15 万円、個人事業者：上限 7.5 万円 ) 

（２）愛知県中小企業者等応援金（酒類販売事業者枠） 

酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取引がある酒類販売事業者に

対する支援 

・対象者：中小法人、個人事業者 

・上限額：○５月、６月分 

2019 年又は 2020 年の５月、６月と比較した 2021 年同月の売上減少額 

     （中小法人：上限 20 万円、個人事業者：上限 10 万円） 

○８月、９月、10 月分 

2019 年又は 2020 年の８月、９月、10 月と比較した 2021 年同月の売上減 

少額（中小法人：上限 60 万円、個人事業者：上限 30 万円） 

 

12 地場産業の魅力発信 

  インターネット動画等を活用し、あいちの地場産品や伝統的工芸品の魅力を発信 

 

13 航空機産業への支援 

展示会・商談会への出展支援やマッチング支援等による他産業からの受注獲得によ

る経営基盤強化支援 

 

14 中小企業の事業継続計画の策定支援等 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策 あいちＢＣＰモデル」の策定 

・ＢＣＰモデルを活用したセミナー・相談会の開催 

・経済団体を通じた事業継続計画（ＢＣＰ）の点検・策定の呼びかけ 

・交通事業者、港湾関係者、空港管理者等へ事業継続計画（ＢＣＰ）の点検・策定の呼

びかけ 

 

15 非対面による技術相談・指導の実施 

   あいち産業科学技術総合センターでのオンライン技術相談・指導の実施 

 

16 小規模事業者に対する経営支援の強化 

  国の「持続化補助金」を始めとした各種助成金に係る電子申請手続の支援など、相談 

体制の強化を行う商工会を支援 
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17 新しい働き方への対応支援 

・ポストコロナ時代を見据え、｢働き方改革｣の取組を着実に進めていくため、フォーラ

ムや企業ニーズに応じたテーマによるセミナー及び課題解決型のワークショップを

開催 

・多様で柔軟な働き方を導入・実践している中小企業等の取組を紹介する動画を作成 

 

18 企業等に対するテレワークの導入促進及び時差出勤の呼びかけ 

（１）あいちテレワークサポートセンターの運営 

・テレワークの導入・定着を支援するため、「あいちテレワークサポートセンター」（2021

年４月 28 日開設）において、テレワークの導入相談、機器操作体験、中小企業への

アドバイザー派遣を行うとともに、新たにテレワーク機器の貸出による職場での試

行支援を実施 

・テレワーク体験が可能な「あいちテレワーク・モデルオフィス」（令和３年８月 18 日

開設）を併設 

（２）テレワーク・スクールの開催 

・中小企業等が抱える課題ごとのテーマによる講座とテレワークツールの体験を組み

合わせたセミナーの開催 

（３）その他 

   ・県内経済団体等に対して、会員事業所におけるテレワークの徹底等による出勤者数削

減の実施について周知の協力を依頼 

・「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」で、県内企業向けに、愛知県が作成

した「はじめてのテレワーク（テレワーク導入マニュアル）」の紹介などにより、テレ

ワークの実施と時差出勤の徹底を呼びかけ 

・「あいち産業労働ニュースメルマガ」等でテレワークの実施と時差出勤の徹底を呼び

かけ 

・テレワークを活用した障害者雇用の先進事例や新たな就労モデル事例を収集し、収

集した事例を紹介する動画を作成（～2022 年３月） 

・障害福祉サービス事業所（就労移行支援、就労継続支援）に対し、テレワークシステ

ムの導入を支援（～2021 年 3 月 31 日） 

 

19 採用活動やインターンシップのオンライン化支援 

・中小企業の人事担当者等を対象に、Web 面接やインターンシップ等のオンラインによ

る実施や内定者フォロー等のノウハウを習得するためのセミナー（全５回）を開催 

 

20 高等技術専門校におけるオンライン訓練環境の整備(～2021 年３月) 

・職業訓練を実施している高等技術専門校が、感染症拡大などにより臨時休校となった

場合においても、オンラインの活用により訓練を継続できるよう必要な機器を整備 

 

21 雇用セーフティネット対策訓練の実施 

・離職者等を対象に、その再就職等を支援するため、民間教育訓練機関に委託して多様

な職業訓練を実施する雇用セーフティネット対策訓練について、プログラミング等の

デジタル活用分野の職業訓練を充実して実施 
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22 農林水産事業者等への支援 

（１）農業近代化資金の拡充 

・国と県が利子補給を行い、当初５年間実質無利子・無担保・無保証料で借り入れで

きる農業近代化資金について、融資枠を拡大（30 億→60 億）（2020 年度） 

（２）「食べて応援プロジェクト」掲示板を開設 

・県産農林水産物を利用している飲食店、販売店等におけるテイクアウト、デリバリ

ー等の情報を紹介する「食べて応援プロジェクト」掲示板を開設（2020 年５月 19

日～） 

（３）県立農業大学校における農業研修の実施 

・外国人技能実習生が入国できないことによる人手不足の解消を図るため、県立農業

大学校において農業研修を実施（2020 年７月 16 日～12 月 11 日） 

（４）通販サイトを活用した観光物産品や農林水産物等の販売促進 

・通販サイトを活用した県産農林水産物等の販路拡大を支援（2020 年７月 30 日～

2021 年３月 31 日） 

（５）食品製造設備や飲食店衛生設備への支援 

・輸出先国の市場変化に対応するため、食品製造事業者等が行う施設等整備に対する

支援（2020 年度） 

・インバウンド需要を回復させるため、外食事業者が行う衛生管理の徹底・改善を図

る施設等整備に対する支援（2020 年度） 

（６）牛乳・牛肉等 

・愛知県学校給食牛乳協会と連携して、酪農・牛乳応援イベント「モ～ッと牛乳飲モ

～」キャンペーンを実施（2020 年３月 31 日、2021 年 12 月 28 日） 

・価格の下落や販売量の減少が顕著である県産牛肉・名古屋コーチンを学校給食に提

供し、児童生徒を応援するとともに、県内畜産農家及び食肉事業者を支援（７月２

日～2021 年３月 17 日、2021 年６月１日～2021 年７月 20 日） 

・和牛の枝肉価格が下落し、肥育農家の経営が悪化したため、優良な子牛の導入及び

「みかわ牛」の購入経費に対して奨励金を交付し、肥育農家及び食肉流通業者を支

援（2020 年 10 月１日～2021 年３月５日） 

・畜産物の流通体制を強化するため、食肉処理施設や生乳処理施設が行う枝肉冷蔵冷

凍機、貯乳タンク等の施設設備整備に対して支援（2020 年 10 月～2021 年８月 27

日） 

・消費の低迷が続く名古屋コーチンについて、加工販売業者による新たな商品開発及

び販売を促進し、ブランド力の向上と消費の拡大につなげるための取組を支援（コ

ンビニエンスストア３社において、コーチンを使用したおにぎり等新たに商品開発

し、2021 年 11 月９日以降順次発売。また、2022 年３月 10 日のコーチンの日に合

わせて、飲食店のテイクアウトやスーパーマーケットでの家庭消費向けとして加工

販売業者が特別価格で販売するための補助を実施） 

（７）花き・つまもの 

・消費喚起の一環としてフラワーウォークを実施（2020 年３月 13 日） 

・花の生産、流通団体と協力して、県内の生花店から高齢者福祉施設に直接あいちの

花をお届けする事業を実施（2020 年５月９日、10 日） 

・イベントや冠婚葬祭の自粛等により需要が低迷している「花き」や大葉等の「つま

もの」について、新たな利活用に取り組む農業者を支援（１経営体あたり 20 万円。

2020 年５月 18 日～６月 30 日） 

・流通事業者等と一体となって、空港、駅、庁舎等公共施設等において花きの活用を

拡大する取組を支援（2020 年７月 10 日～2021 年３月 31 日） 
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・需要が低迷している花きについて、公共施設等での展示ＰＲや、企業等が新たな花

きの活用スタイルを創出するための提案を行うことにより、消費の回復につなげる

取組を実施（2021 年９月３日～2022 年２月 28 日） 

（８）水産業 

・国と県が利子補給を行い、当初５年間実質無利子・無担保・無保証料で借り入れで

きる漁業近代化資金について、融資枠を拡大（８億→16 億）（2020 年度） 

・低迷する魚価を下支えするために増やしている休漁日を活用して漁場清掃活動に

取り組む漁業者を支援（１経営体あたり 20 万円。2020 年７月７日～９月 29 日） 

・漁業者の資金繰り支援のため、債務整理の資金と運転資金について県が利子補給を

実施（2020 年７月７日～） 

・県産水産物を販売するネット通販サイトの開設と運営を支援（2020 年７月 20 日～

2021 年３月 19 日） 

・外出の自粛や祭り等のイベント中止で需要が減少している金魚の需要喚起・販売促

進を図るため、金魚漁業協同組合が実施する公共施設等での金魚の展示・配布など

の取組を支援（弥富金魚ＰＲイベント：2020 年 10 月 31 日～11 月１日、11 月 21

日～22 日、12 月 12 日～13 日） 

・在庫が滞留している県産水産物（ウナギ、ニジマス、シラス）を学校給食に提供し、

県内漁業者、養殖業者、水産加工業者を支援（2020 年 12 月１日～2021 年３月 10 日） 

・魚価が低下し、漁業者は操業自粛を行うなど厳しい経営状況にあるため、漁業協同

組合が行う活魚のストック量を増やすための施設整備に対して支援（2020 年 12 月

～2021 年８月） 

・遊漁券の売れ行き不振、鮎釣り大会の中止等により経営が悪化している河川漁業協

同組合が行うアユ放流事業に対して支援（2021 年３月 18 日～30 日） 

・今後の漁業資源の維持を図るため、漁業協同組合が実施する種苗放流（アサリ、ア

ワビ、ミルクイ、アユ）に対して支援（2021 年７月～2022 年３月） 

（９）林業 

  ・県産木材の需要拡大のため、住宅等を建てた工務店等への支援（2020 年 10 月

～）や、「新しい生活様式」に対応した木製品の開発・PR を実施（2020 年 10 月～

2021 年３月） 

  ・苗木生産者の雇用を確保し、競争力を高めるため、成長の早い樹木の苗木供給体

制を整備（2020 年 10 月～2021 年３月） 

  ・林業・木材産業者の資金繰りに支障が生じないよう、運転資金の融資に対して利

子補給等による無利子化を実施（2020 年 10 月～2021 年３月） 

（10）土地改良区の事業継続計画の策定支援 

・土地改良区の事業継続計画（BCP）モデルを策定（2020 年 11 月～2021 年１月） 

・BCP モデルを活用し、個々の土地改良区の BCP 策定を支援する研修会を開催（2021

年２月～３月） 

（11）「新しい生活様式」に対応した農作業の省力化 

・「新しい生活様式」に対応した農業生産の実施に向けて、農業者や農業団体が行う 

農作業の自動化、効率化等の省力化を図る取組を支援（2020年 10月～2021年３月） 

・コロナ禍における急激な燃油価格高騰によって経営が圧迫されている施設園芸農家

に対し、化石燃料に依存した経営から転換するため、省エネルギー化が可能な施設・

設備の導入を支援（2021 年 12 月～） 
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23 観光関連事業者等への支援 

（１）外国人旅行者等への情報提供・相談対応 

・愛知県公式観光Ｗｅｂサイト「Aichi Now」において、予防や発熱時の対応等の情

報を多言語（英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タイ語）で紹介。また、

「新しい生活様式」についての多言語（英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、

タイ語、ベトナム語）による事例集を作成し、県内観光関係者向けサイト「Aichi 

Now BIZ」、旅行会社・メディア向けサイト「Aichi Now PRO」にて提供（2020 年６

月 15 日～、タイ語・ベトナム語は 2020 年８月３日～） 

・新型コロナウイルスの影響による観光施設の休館情報やイベント等中止のお知ら

せ及び感染状況に応じた注意喚起のメッセージをＷｅｂサイト及びＳＮＳで発信 

・県内各市町村が紹介するテイクアウト及び宅配サービスの特集や、自宅で楽しむ通

販サイト、バーチャル工場見学等のリモートツアーや市町村の PR 動画コンテンツ

等の特集をＷｅｂサイトに掲載 

・県内のイベント会場や施設等において、接種済証等を提示された方を対象に、特典

やサービスを提供する取組について、「Aichi Now」で紹介 

・「愛知県多言語コールセンター」において外国人旅行者等からの問合せに対応し、

県内で外国語対応可能な医療機関などの情報を提供。また、愛知県内の観光関係事

業者に対しても翻訳サービスを提供 

・本県観光地を訪れた旅行者が「新しい旅のエチケット」を実践して旅行を楽しむ場

面を想定した動画を制作（公開期間：2020 年 11 月 27 日～2021 年 11 月 26 日）【再

掲】 

（２）県内観光の需要拡大に向けた取組 

減少した観光消費の回復に向けて、県内旅行の需要拡大を図る取組等を推進し、観

光関連産業（宿泊・旅行・交通事業者等）を支援 

・対象旅行者（愛知県内及び別に定める都道府県内に居住地を有する旅行者）の県内

旅行を促進するため、主として県内発の旅行商品を販売した旅行業者に対して、代

金の２分の１相当分（上限５千円）を助成（旅行者は割引価格で購入。新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大により 2022 年１月 16 日から補助停止となり、2022 年

２月 28 日で事業終了） 

・2022 年２月 28 日までに予約・販売された 2021 年 10 月 8 日から 2022 年２月 28 日

宿泊分（2022 年３月１日チェックアウト分）までの県内宿泊旅行を行った対象旅

行者に対して、代金の２分の１（上限５千円分）を支援するとともに、２千円分を

上限として取扱店舗で利用可能な地域限定クーポンを付与してポイント還元を実

施。（新型コロナウイルス感染症の感染拡大により 2022 年１月 16 日から補助停止

となり、2022 年２月 28 日で事業終了） 

・地元の観光協会や商工会等と連携し、県内各地への誘客や域内周遊を目的とした PR、

イベント・商談会の開催、キャンペーン等の事業を実施（2020 年度） 

・通販サイトを活用した観光物産品等の販売拡大を支援(2020 年７月 30 日～2021 年

３月) 

・Go To Travel キャンペーンを利用した OTA 経由での本県宿泊施設の利用に対し、

県独自で割引を上乗せ 
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24 使用料等の支払い猶予等 

（１）名古屋飛行場使用料の支払い猶予等 

    ・県営名古屋空港を使用する航空運送事業者等に対し、着陸料、停留料、業務用施設

使用料などの支払いを猶予（2020 年４月分から９月分までの６か月間） 

  ・県営名古屋空港を拠点とする定期航空運送事業者に対し、拠点化支援のための着陸

料・業務用施設使用料の軽減措置に加え、業務用施設使用料についてはさらに 20％

減免（2020 年４月分から 2022 年３月分まで） 

（２）港湾・漁港施設使用料等の支払い猶予 

県が管理する港湾・漁港を利用する個人・法人に対し、港湾施設使用料、入港料、

漁港施設使用料などの支払いを猶予（2020 年４月 17 日から９月 30 日までのそれぞ

れの支払期限を最長６か月間） 

（３）公共土木施設等に係る各種使用料の支払い猶予 

公共土木施設等の占使用者に対し、各種使用料（道路占使用料、流水占使用料、河

川敷地占使用料、海岸保全区域占使用料、国有財産使用料）の支払いを猶予（2020 年

４月 30 日から９月 30 日までのそれぞれの支払期限を最長６か月間） 

（４）公園使用料の支払い猶予 

県営都市公園にかかる使用料（設置管理許可及び占用許可にかかる使用料）の支

払いを猶予（2020 年４月 30 日から９月 30 日までのそれぞれの支払期限を最長６か

月間） 

（５）工業用水道料金の支払い猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化し、一時的に工業用水道

料金の支払いが困難な事情がある事業者に対し、料金の支払いを猶予（最長３か月） 

（６）土地貸付料、分割納入代金の支払い猶予及び立地内定期間の延長 

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化し、一時的に企業用地に

係る土地貸付料等の支払いが困難な事情がある立地企業に対し、土地貸付料及び分割

納入代金の支払いを猶予（最長３か月）。 

また、契約準備中の立地内定企業に対して、立地内定期間を延長（最長３か月） 

（７）中小企業支援制度の利用料の減免 

   ・（公財）あいち産業振興機構が実施する専門家派遣事業において、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受ける事業者の自己負担分を免除 

   ・あいち産業科学技術総合センターが実施する依頼試験手数料及び機器貸付料につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して減免 

 

25 文化芸術活動の支援 

（１）文化芸術活動応援金 

・財政基盤が脆弱な文化芸術活動関係者を支援するため、「文化振興基金」を活用し

て寄附を募り、本県独自の愛知県文化芸術活動応援金を交付（法人 20 万円、個人

事業者 10 万円）（～2021 年 2 月 28 日） 

（２）アーティスト等の活動に対する支援 

・県内文化施設の所蔵作品等を題材とした映像作品の制作をアーティストに委託し、

Ｗｅｂサイトを通したオンライン配信を実施(～2022 年 3 月 31 日) 

（３）伝統文化活動に対する支援 

・県内で長く継承されている伝統的な文化芸術活動の魅力を伝える映像作品を制作

し、地元テレビ局で番組として放映するとともに、オンライン配信を実施(～2022

年 3 月 31 日) 
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（４）文化活動事業費補助金の拡充 

県内に活動の本拠を置き地域の文化振興に資する団体が行う、文化活動事業の支援

を拡充 

・新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業、無観客公演とした事業も補

助対象 

・採択事業の拡充、補助金の申請期限延長（2020 年度） 

（５）美術品等取得基金の特別枠の設置 

・美術品等取得基金に 2020 年度から３年間で１億円の特別枠を設け、愛知県美術館

で若手作家の現代美術作品を重点的に購入 

（６）文化芸術、スポーツ活動の事業継続に対する支援 

・文化芸術、スポーツ活動の事業継続を図るため、大型集客施設２施設（愛知県芸術

劇場及び愛知県体育館）について、施設利用料金を 50％減免（2020 年７月１日～

2022 年３月） 

（７）文化部活動にかかる新型コロナウイルス感染症予防対策への支援（2020 年度） 

・今秋から開催される高等学校文化部活動にかかる県大会等において、感染症予防  

対策を十分に講じるための経費を支援 

（８）山車まつり保存団体に対する支援 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の縮小を余儀なくされている山車ま

つり保存団体に対し、山車１台につき 10 万円を「あいち山車まつり緊急支援金」

として交付（～2021 年３月） 

・山車まつり関連芸能や保存団体の取組を紹介する映像作品を制作し、協議会ホーム 

ページや YouTube 公式チャンネルにて公開 

（９）Aichi Sky Expo において開催される音楽コンサートに対する支援 

・観客が密集する等、感染防止の観点から観客を入れた音楽コンサートの開催が困難

な状況にあるため、感染防止対策を実施の上、Aichi Sky Expo において開催される

音楽コンサートの主催者又はプロモーターに対し、展示ホール等の利用料金相当額

を支援 

（10）催事飲食感染防止対策支援 

・催事主催者の負担の軽減及び催事開催時の感染防止対策を徹底するため、Aichi Sky 

Expo において開催される催事に対し、2022 年度までの時限的なモデル事業として、

感染防止対策を施した飲食エリアを提供し、コロナ下での催事開催を支援 

・主催者の感染防止対策の意識向上に繋げるため、その実証結果を情報発信 

 

26 愛知県新型コロナウイルス感染症対策民間病院経営維持資金貸付金 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りが悪化している２次救急医療を

担う病院を運営する医療法人に必要な資金を無利子、無担保で貸付 

＜交付対象＞ 

２次救急医療を担う病院を運営する、中小企業制度融資の対象とならない従業員数

301 人以上の医療法人 

＜内容＞ 

 ・融資期間：10 年以内(うち据置期間 3年以内) 

・融資限度額：5億円(県 2.5 億円、市町村 2.5 億円) 
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27 スポーツ活動に対する支援 

（１）県民等への情報提供 

愛知のスポーツ情報ポータルサイト「aispo!web」や SNS、フリーマガジン「aispo!」、

あいちスポーツコミッションメールマガジンを通じて、新型コロナウイルスに関連

する国と県の取組や、県内スポーツチームによる様々な取組等を発信 

 （２）2026 年アジア競技大会等選手強化事業の特例等 

東京 2020 オリンピックの 1 年延期に伴い、オリンピック出場内定選手等 23 歳以

上の選手も強化指定選手の対象としたほか、自宅でのトレーニング機器購入を強化費

補助対象とする特例措置を実施（～2021 年３月） 

（３）スポーツイベントの再開情報等の発信 

スポーツイベント再開等を PR するテレビ番組の制作・放送や、県内で開催される

スポーツイベントを総合的に PR する特設ウェブサイトの立ち上げ等により、スポー

ツイベントの安全・安心な再開を広く PR（～2021 年３月） 

（４）文化芸術、スポーツ活動の事業継続に対する支援［再掲］ 

文化芸術、スポーツ活動の事業継続を図るため、大型集客施設２施設（愛知県芸

術劇場及び愛知県体育館）について、施設利用料金を 50％減免（2020 年７月１日～

2022 年３月） 

（５）部活動全国大会の代替大会の開催に対する支援（2020 年度） 

中止となった夏の甲子園大会及びインターハイの代替として開催される県規模大

会を対象に開催経費を補助 

 

28 航空運送事業者への支援（2020 年度） 

中部国際空港に本拠地を置き、定期航空路線運航する航空運送事業者が中部国際空

港株式会社へ支払う事務所賃料を補助 

・補助率：３分の２ 

 

29 中部国際空港における海外渡航者向けＰＣＲ検査体制を構築する事業者への支援 

学校法人藤田学園が行う海外渡航者に対する中部国際空港での新型コロナウイルス

感染症 PCR 検査体制の構築・維持を支援 

・PCR 検査に係る機器等の整備費を補助（2020 年度） 

・PCR 検査に係る施設設置継続費を補助（2021 年度） 

 

30 タクシー事業者感染拡大予防対策事業費補助金［再掲］（2020 年度） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   県内のタクシー事業者（個人タクシー事業者を含む）が行う運転席と後部座

席を隔離する飛沫感染防止用スクリーンの設置を補助 

（２）補助率 

      10/10（1 台あたり上限 8千円） 

 

31 鉄軌道事業者感染拡大予防対策事業費補助金［再掲］（2020 年度、2021 年度） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   複数の市に及ぶ路線を有する鉄軌道事業者に対して、必要な感染症対策を行

ったうえで、車内等の密度を上げないよう配慮した運行に要する経費を補助 

（２）補助率 

      1/2 
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32 バス事業者支援金（2020 年度） 

＜事業概要＞ 

（１）概要 

   県内に本社を置き、かつ、県内に路線を有するバス事業者に対して、運行を

継続するための支援金を交付 

（２）支援額 

      1 台あたり 100 千円 

 

33 障害福祉サービス事業所等への支援 

・生産活動を行う障害福祉サービス事業所に対するアドバイザーの派遣（～2021 年 3 月

31 日） 

・生産活動の存続や新たな生産活動への転換等に要する経費の助成（～2021 年 3 月 31

日、2021 年 12 月～2022 年 3 月） 

・障害者からの相談に対応する生活支援員の増員等を実施（～2021 年 3 月 31 日） 

 

34 原油・原材料価格高騰対策  

（１）中小・小規模企業向け 

・「中小企業景況調査（10～12 月期）」において、新たに原材料価格や仕入価格の動

向について調査（2021 年 12 月１日～12 月 10 日） 

・「中小・小規模企業総合相談窓口」における相談対応・情報提供 

・専門家による経営相談（公益財団法人あいち産業振興機構） 

・各技術センターにおいて、省エネルギー・再生可能エネルギー等に関する技術相談

に対応 

・原油・原材料等の高騰に伴う粗利益の減少を融資対象要件とする「サポート資金【経

済対策特別】」に、「原油・原材料高緊急対応枠」を新設し、借入にかかる信用保証

料の２分の１を補助 

・関係経済団体に対し、「下請取引」の適正化が図られるよう、文書を発出 

・「中小・小規模企業総合相談窓口」及び県 Web ページにおいて、国の中小企業支援

事業に関する情報提供・周知を実施 

（２）農業者・漁業者向け 

   ・燃油価格の高騰により経営が圧迫されている農業者等に対して補助 

     補助対象者：県内施設園芸農業者、漁業者、養殖業者等 

補助額：燃油価格と基準価格の差額の２分の１以内 

対象期間：2021 年 10 月から 2022 年３月まで 

   ・配合飼料価格の高騰により経営が圧迫されている畜産農家に対して補助 

     補助対象者：県内畜産農家 

補助額：配合飼料価格と基準価格の差額の２分の１以内 

対象期間：2021 年 10 月から 2022 年３月まで 
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（３）交通事業者向け 

   ・燃油価格高騰の影響を受けながらも運行を継続している交通事業者に対して、2021

年 12 月から 2022 年 3 月までの燃料費上昇分に相当する額を支援 

  （ア）バス事業者燃油価格高騰対策支援金 

  ＜支援対象者＞ 

   県内に本社を置き、かつ県内に路線を有するバス事業者（ただし、高速バス又

はコミュニティバスのみを運行する事業者を除く） 

 ＜支援額＞ 

     1 台あたり 131 千円（定額） 

（イ）タクシー事業者燃油価格高騰対策支援金 

 ＜支援対象者＞ 

  県内のタクシー事業者（個人タクシー事業者含む） 

 ＜支援額＞ 

     1 台あたり 26 千円（定額） 

  （ウ）定期航路事業者燃油価格高騰対策支援金 

  ＜支援対象者＞ 

   ①県内に本社を置き、指定区間を含む定期航路を有する定期航路事業者（2者） 

   ②県から出資を受けている定期航路事業者（1者） 

 ＜支援額＞ 

     1 隻あたりの定額を支援（各者の燃油使用実績を基に算出） 

（４）社会福祉施設向け 

   ・介護事業所、障害福祉サービス事業所、保育所などを対象として、利用者の送迎や

居宅訪問等のサービス提供のために使用する車両の燃料費を支援 

（５）私立学校向け 

・私立学校が生徒の通学等のために使用する車両の燃料費について、原油価格の高騰

によるかかり増し費用を補助 

（６）公衆浴場事業者向け 

    ・燃油価格の高騰によるかかり増し経費への支援 

     対象者  燃料に重油を使用している普通公衆浴場の事業者（61 事業所） 

     対象期間 2021 年 12 月から 2022 年３月まで（４か月間） 

     交付金額 １事業所当たり 重油のみ使用    280 千円（70 千円/月×４か月） 

                  重油・雑燃料併用 80 千円（20 千円/月×４か月） 

（７）医療機関向け 

   ・透析患者の通院送迎並びに訪問診療、訪問歯科診療などに係る医療サービス提供の 

   ために使用する車両の燃料費を支援 

 

35 公共投資の早期執行等 

地域経済を活性化し景気を下支えするため、生産性向上や防災・減災対策などの国土

強靱化等につながるインフラ整備に係る予算を早期に執行するなど公共事業を機動的

に推進 

 


